






はじめに

港北ニュータウン･タウンセンター地区は､港北ニュータウンの中心としてのみでな

く､横浜市の副都心として首都圏まで視野におさめた､商業 ･業務 ･文化塔の多様な施

設を集積した多機能複合型センターをめざして計画されている｡

当該地区は､土地区画整理事業により開発されるセンターであり､地元地権者､建設

業者等の様々な関係者が上物整備に関わることになる｡

また､タウンセンター面積73ha(うち宅地40ha)の使用収益が段階的に開始され､部

分的に商業 ･業務等の施設が立ち上がることとなる○それらの施設の魅力が需要を喚起

し､集客力を上げ､後発施設の展開し易さへも繋がり､ひいてはタウンセンターの魅力

となり､周辺他都市問とのあらゆる面での競争に打ち勝ち､ニュータウン全体の熟度を

上げることが必要不可欠である｡

そのため､立地する施設 ･建物計画をどのように誘導し､タウンセンターの魅力づく

りを行うかも､タウンセンターの地権者代表者等関係者からなる組織 『タウンセンター

開発推進協議会』で検討してきた｡

本報告書は､ 『タウンセンター開発推進協議会』の専門部会である開発ルール部会で

協議された ｢街づくり協定 (莱)｣を中心とする建築物等の規制 ･誘導方策のガイドラ

インの指針をまとめたものである｡

今回の作業結果が､タウンセンターの開発並びにニュータウン全体の今後の開発にあ

たって寄与することを念願する次第である｡

平成 4年 3月

(槻港北都市開発センター
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港北ニュータウン.タウンセノター市街化誘導方策検討業務 ルール部会の主な内容

ノレ- ノレ苦β会 の … な 内 容

I一 第 3 回 ノレ- ノレ普r3会 ■■ (合同部会)
【検討内容】 ●開発ルールの必要性

●開発ルールの考え方

●タウンセンターの都市構造

- 第 4 回 ノレ- ノレ書rf会 -

【検討内容】 街並み景観形成計画の検討 (その 1)

'デザインコードの目的 ･効果と内容
●タウンセンターの景観とデザインコー ド

●タウンセンターの都市構造とデザインコー ド
【主な議論】 ●用途 (風営法関連)

●駐車場 (待ち行列､土地の立休利用､地下駐ネットワーク)
.手続き窓口の簡素化､組織づくり

- 第 5 回 ノレ- ノレ普T3会 J-

【検討内容】 街並み景観形成計画の検討 (その2)
●第4階ルール部会と同様

【主な議論】 .最小敷地規模の扱い｡分割禁止は無理｡
●住宅は配置計画を検討する｡

●幹線道路沿い壁面後退2mは現実的ではない ｡

●高さを揃えるのは難しいし､意味も少ない｡

●色彩は制限しすぎると面白みに欠ける｡高さで分割する考えもある｡

●窓面広告は良くない｡自社看板以外のものはやめたいか広告収入が

なくなる｡目印がなくなる｡

●駐車場は付置義務よりも多くすべき｡

■■第 6 回 ノレ- ノレ普β会 ■■

【検討内容】 街並み景観形成計画の検討 (その3)
●ルールの骨組み

.地区計画 ･街づくり協定の役割
●地区計画の内容 (莱)

●デザインコード解説資料

【主な議論】 .地区計画 ･市街地環境設計制度での高さと北側斜線の取扱い｡
●幹線道路沿い壁面後退2mはきっい｡

｡きついルールの内容の硬直化が心配｡

●資材置場など暫定施設の景観的配慮も重要｡

●かノリンスタンド禁止は不便｡=〉ゾーン設定する｡

●駐車場入口の指定は計画を縛る｡考え方のみとしたい｡
●幹線道路からの出入りは制限｡

■■第 7 回 ノレ- ノレ書r3会 JT

【検討内容】 街並み景観形成計画の検討 (その4)
●ルールの骨組み

●街づくり協定の内容と地区計画による担保
●デザインコー ド解説資料

【主な議論】 .通りの高さ･壁面後退など､ルールを守った場合に緩和策は考えら
れないか｡

●柚看板は小さいと役に立たない｡ある程度大きさ必要｡

●住宅配置ゾーン以外の地権者には抵抗があるのでは0

●共同化促進街区は共同化を努力目標とする｡
●地区計画の導入は慎重にすべき｡

｡屋上広告は規制してもらいたくない｡

●駐車場は付置義務以上の設置は兼しいO固定資産税の減免などの措
置を考えて欲しい｡

■■第 8 回 ノレ- ノレ書rS会 -

【検討内容】 街並み景観形成計画の検討 (その5)
●街づくりルールの必要性 ･骨組み

.街づくり協定の内容と地区計画による担保
●デザインコー ド解説資料

【主な議論】 .柚看板 ･ネオン･屋上看板は規制せずに明るい街にしたい｡
●地区計画の内容は絞って｡

●ルール部会の中で十分な議論を尽くしてまとめたい0



T/C開発結進盟読会謹言計画スケジュール (案)
19910903

H3年度 Ⅰ H3年芸-Ⅱ. H3年度皿 P13年度Ⅳ H4年震工

T/C開発進退協議会開発ル-ル罰金 (Fl@)代表者会議⇒ ○ (第2回灘 (第3回)I)′茂要韻告富 (協議会版〕プレゼ資料作成(第 1画合同) (第2- (第1匡】)3回合同) (第2回) (賓 3回)〇一一一一一〇

層別開発プロジェクト行政手緩等 ll C協議 会C卜 LIC1'29.lYi )二ユ-ス発行(情報提供)〇 〇 〇 (第 2回) (第 3回)〇一一一一二一〇〇 (絵会)会)等共同化-事買化支岸 (ブロック説明会)共同化義務街区 (開莞進達 ～C)

□協議 会ニュース発行
-ブロ ックへの倍額提供

･協盛 会.部会の活動内 容

の報 告
･情幸宏レタ-

[コ第 l回合同部会
･部会の設置及び部会委員
紹介､部会長遅出

･部会選言計画
･T/C地域開発計画 〔栗
案〕の狂認

□第2回藍議会 .
･T/C地域開発計画 〔票
案〕の確認

･T/C地域開発推進計画
〔監議会版〕策定(p

･部会活動報告
･共同養誘街区開発推進会

活動報告

[コ第2-3回合同部会
･T/C地域開発事業フレ
ーム策定

･集客講造 (商業.業務開
発)計画策定

[コ第 1回開発ルール部会
･開発ルール計画策定(D

□第 2回開発ルール部会
･詞発ルール計画策定②

口第 1EI事業化促巡お金
･事業化促進計画策定(D

[コ第2回事業化促進部会
･事業化促進計画議定②

□第3回広議会
･T/C地域開発進退計画
(皆議会萩〕買足②まとめ
･部会宿勃招告
･共同義務街区開発権退会
活動報告

･協議会今後の進め方碓王君
･行政等今後の進め方確三吉

第 3回開発ルール部会
･開発ルール計画藁定③

〔まとめ)

第 3回事業化促進部会
･事業化促湛計画策定③

〔まとめ〕

⊂妄絵全
･第 3回監
読会検討
宰領の持
d=
二J

⊂け ロック
説明会
･故要報告
書及びプレ
ゼ資料によ
る提案
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①T/C地域開発事業フレーム策定一三に行政対応の資料に利用-地区計画 (企画評価寄)をイメ-ジ

調 〔第 2回〕･商業マ-ケティング調査結果･業務需要調査結果 '.地区計画､街づくり由定事例の紹介･誘導の仕組みも紹介一歩行者マスタープラン絵討 ･街並景批 成計画の提案: 〔まとめ〕(スライ ド､パネル等利薦) .地区計画 (案)提案･穎準化開発ルールの提案 (位置図) .まちづくり協定 (案)提案-市街地貰填設計剖監T/C版の検討 .市街地労資設計剖度T/C版提案

鷲ノレIノレ訂会 -+バイは充分orそこそこ ･街並景観形成計画の検討

I(もし通常開発がおこなわれたら) ･標準化開発ルールの提案 ･特定街区ケ-ススタディの研究 .実現誘導システム (寡)の提案

-たまプラザ以下･関莞コンセプ ト､閑莞方針検討-+広域集客技合開発 (ex按蔑第 3都心)･国内外の商業業務集客事例 (スライド)-商芸-+ホ-トンプラザetc･業務-ダラス?e.tc･.集客構造の開発戦略論討-■'街並景奴形戒の重要性･集客に必要な導入品設の検討.〔薦3回)･開発コンセプ ト､開発方針設定 ･街区デザイン (ストリート紬対応)･違禁物デザイン=-ドくスライ ド､パネル等利用) ･芙項誘導システムの検討事 -事業化戦韻の簸討(i:. ･事業化戦略の検討(2) .事業化戦略の検討 〔まとめ〕

･集客構造の開発戦略設定 ･共同化意向詔査結具の専告 -実現誘導方叢の模討 ･開発展開計画 (寡)の提案

買 ･街並景範影成方針設定 ･開発事業フレームの構築 :駐車場謹言計画の検討 .共同化-写業化支援システム (案)

化症遥 ･集客に必要な導入施設の設定 ･開発展蒜計画シナリオの構築 ･その他暫定利用計画の検討 の提案

一飯発展靖計画シナリオの検討･段階的整備■.開発拠点､促進地区､誘導地区･大境横間莞､-体開発､共同化 ･事業モデル地区の抽出 (1- 2地区)･事美モデル地区ケーススタディ日) ･早#JI周 辺区域の検討 .その他実現誘導方策 (案)の提案一事業モデル地区ケーススタディ(2) .事業モデル地区ケーススタディ(3)

-.開発./-二ングと事業モデル地区 (複合開発学芸企画案の作成) ･事業計画及び違築計画 .商業美香等沫需要の異状と予測

･その他提案事項 .事業方針 ･施設瑞成と輯成イメージ ･事業収支の現状と諜算盤の確採

罰 一宇端川周辺区域の顔討 .学業計画フレ-ムの鼓討 (以上プレゼ資料作成) (いづれも定性的処理でOK)

隻 ･建築計画フレームの検討 ･導入事芸制度と手法の検討 I ･学業採算PL=の検討





〔謁重殺討宰領チェックリス ト〕

諾 査 検 討 事 頑 錨 考

T/C地域開発経過計画 〔協議会版)

①T/C地域BB発事業フレーム売定

･整侍E象､方針

･整備計画

･講究フレームの設定

･開発荒漠のネガチェック

･歪南方第

･整備スケジュール

②集客構造計画策定

◇投合開発計画

･商業マーケティング詞査 (辰調査)

･潜在需貢長と成立可能競漠の凄討

･業務需要謁査 (援謂査)

･開発コンセプト､謂発万全†設定

･集客構造の開発戟頚設定

･導入港設の検討

･FlFJ莞展開計画の挨討

･その他

･早淵川周辺区戒の検討

･暫定利用の績討

芸這

･行政マスタープランへの格上げ

(単なる謁査報告書で終わらせないこと)

一地区計画 (企画賢価書)-移行

(箭市計画決定 ･条例化)

※･友邑麹変更 (供用開始)に伴う弄達地域

変更に地区計画の導入は不可欠

-建設省,-T管の建築物誘導草案制度へ移行

･街並真読形成/アーバンデザイン計画と

運動

･導入施設､_開莞屡蒜計画､その他/事業イヒ

促進計画と連動

調 査 綾 討 事 項

(卦事業化LR進計画の検討

･共同化意向 (既謁査あり)

･事業化戦鴇の検討

･事業モデル地区設定

･事業モデル地区の検討

･事業日東､方針

･事業言†画､是築計画フレーム

･施設結成と構成イメージ

･導入事業制度及び手法の検討

-事業採算性の検討

･プレゼンテーション資料作成

･共同化-事業化支援システムの検討

･共同化事業手法の研究

･その他環誘導方策の模討

④アーバンデザイン計画這定

･街並景姐方針策定

･歩行者マスタープラン計画策三

･街区デザイン (ス トリ-ト嶺対応)

･個別楚築デザインコード

･操準化開発ルール荒定

･績浜市市街地設境設計割安/TC.SE

の芸定

･誘導システムの検討

･プレゼンテーション資料作或

･事業モデル地区設定の必然蛙を部会で合意

をEglりつつ､次のステップに移行

･改訂地区ユ-2箇所

(大岩棋開発告区を中心とした一定競嘆で

複合開発を想定)

･建設言†画街区十個別街区

･支援システム

孟別緩和手法､ 事業甫助金 ･誕資制度等

の導入

･その他案買方藁

陰力企業ス トック､企業誘まぶ会の設置

･地区計臥 街づくり協定に移行

･浅利諾和手法のセット化

･特定街区 (都市計画決定)

･市街地環境設計制度 (雲集許可)等
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港北ニユ-タウン._タウンセンタ-開発計画作業スケジュール
1991.09.07

1 9 10 11 12 19921 2 3
71 141 21128l 5F 121 191 26E;21 9f 161 23F30: 7I 14Z 21ー 28z l Z Z l ー E F F Z

】T/C開封草道協議会 ① 10/29⑳合同 11/末⑳合同 12/20or24①部会 ◎部会 ③部会

地域開発事藁7トム策定

チーム合同研究会櫛 イメ-I*業務可能性痛 芙集客事例櫛 レム幻火7'ト検討その他 (D (参 ③業務 町並み_ ライ乃 タ商業イメ-y 謹嘗 息 誹 . i1- 】l1 / / ⑨ tぎi∫i ⑳ /∫.///∫∫/ ill1ltI ⑳ //∫∫// Il】!

作某拭,Qユニル･1)T/C全体開発コ火7'ト(全休)(7ト′八一イサー-)r2)商業､業務開発可能性l 濫 諾片I3)街並景観､建築計画 -∴ f l J . 7 ∫//// / / iiltl i

T/C全体開発コン汐 ト̀検討

′/針.プj ゼ /モテ一機 方針 ⊆､ス■タ

商業業務開発コン七7'ト検討 J 1 ′モデル地区導; A/' ≡一 弓I レ検討 ･l …Z芸 i // iI
塩 湖践 衡 寸 作複合イ:1)横 .皮開 エ

･商業事例調査/商業可能性調査･業務/アミユ-スI.メント可能性 ｢ ラ許

l′L/i 墓 宗鮒 版 lヨo部 ,手作業韓告書 事3部 iI

開発相 と甥 粁 +

a .傾 討 一l … 5.噸 区1.(2);l鮎 寸 E 冒+1.(2)ip八ナック1区環案ZI】

4)開発異聞5+I),7の検討(琵籍)(不動産謹嘗コ沖T,)a 開榔 FL̂J'成 品 評 聖賢 豪 !l 鼻伐 ∫レ lllIIl

開発方式の可能性検討

震野 面".)概 寸 1i - 計画州 苑綻 ii IrJH 書芸 急 呈' illI





【調査検討事項チェックリス ト〕

詞 萱 検 討 事 項 備 考

①T/C地域マスタープラン策定

(庶頭重報告書の集大成)

.整備目標､方針

･整備計画

.粥莞フレームの.設定

･閑莞規模のネガチェック

･豊膚手法

･斐廟スケジュール

②集客構造 (主に商業開発)戦略設定

･商業マーケティング調査 (既調査)

･潜在需要量 と成立可能規模の検討

･有望業種業態の検討

･集客構造の開発 コンセプ ト設定

･商業開発展開要素の検討

･ゾ- ン構成 と導入鞍能

･構成イメージ

･行政 マ_スタープラ ンへの格上げ

(単なる開査報告書で終わ らせないこと)

一地区計画 (企画評価書の前段構成)-移行

〔蔀市計画決定 ･条例化〕

※仮換地変更 (供用開始)に伴 う用途地域

変更に地区計画の導入 は不可欠

-建設省所管事業制度 (前段輯成)へ夢行

〔区画整理事業 +建築物誘導事業 (?)〕

※建設省等を含めた委員会方式が一般的

･業務開発

･業務需要の検討 (既謁査あ り)

･導入業務の明確 なコンセプ ト設定

eX

･街並景現形成他/アーバ ンデザイ ン計画 と

連 動

IASYS001-13- 11

謁 査 検 討 事 項 l 備 辛

③事業化推進案の検討

･共同化意向 (庶調査 あり)

･街区誘導基本方針

･初期開発地区､事業 モデル地区設定

･事業モデル地区の検討

･開発 目標､方針

･開発 フレーム設定

･施設桔成 と桔成 イメージ

･導入事業制度及び手法の検討

･事業採算性の検討

･プレゼ ンテ ーシ ョン資料作成

･共同化-事業化支援 システムの検討

(参アーバ ンデザイン言十画妄定

･基本方針 (商業開発 を前提)

･街区デザイン (ス トリー ト軸対応)

･個別建築デザインコー ド

･誘導方策の検討

･標準化閑莞ルール策定

･横浜市市街地環境設計制度/港北N

T版の策定

･楚設省所管事業制度の後段構成

･初期開発地区､事業モデル地区設定の必然

性を協議会､部会で合意をEZ]りつつ､次の

ステ ップに移行

･検討地区 2-3箇所 (早 期実現可能地区を

蓮定)

大規模開莞街区を中心 とした-定規挨

･共同差額街区+個別街区

･ビジネスコア+個別街区

･協力企菜情毒のス トック､規制緩和手法､

琴巣箱助金 ･融資制度等の導入

･地区計画等に移行 (後段構成)

･地区計画-行政規制誘導手法

街づ くり協定-地元の自主的規制誘導手法

･規制緩和手法のセ ット化

･特定街区 (都市計画決定)

･市街地帯境設計制度 (延築許可)等



(掠)港北都市開発セ ンター ;計画部 ;T/C地区H3年度事業推進 スケ ジュール (莱)
19910710

H3年度 Ⅰ Hr3年度 Ⅱ H3年度 Ⅱ H3年度Ⅳ H4年度 Ⅰ H4年度 Ⅱ

N/T地区全体事業進捗状況 I

T/C開発推進協議会･開発ルール部会･事業化促進部会(事務局-KTC) ;協 ;…部 …;義 :;全 ;:会 ::莞 ;;発 ::足 :.;足 :; T/C地域 マスタ-プラ ン案の策定
第2 第3回協議会 地元合意形成 プ ロック説明会 ;

開莞ル ール部会 による指針案の検討 中間案の検討 (行政手続 )

協請会 廷 設省所管事業制度等 承認手続

事業化促進部会 による事業化方策検討(D 各 2.L3回 各 1-p2匡l 至地区計画 .街づ く り協定等手続

個別街区(民有地)建設計画街区(公田等用地) ブロック別研究会 事務局- ?援集 )構築)等○1 富○ 事業化 -共同化の支(協力企業情報の.収(ス トツクシシテム

○ (計画等) 令8 令8 (調整 .手読)

共同義務街区開発推進∠ゝコ=･第 1街区 :推 i :役 ;;進 ;;負 : ;コ :-:建 ト1 コ ;i .--二 .--:蒜 .- . - i 事務局 は原則 と して企業対応: iE=業決Jt:基本協定締結 ; (調整 .手続);ン ;:設 …ン

･第 2街区 :全 ;:会 : I:ベ ;;級 ;:ベ ; 特定街区 .大店法

(事務局 -KTC) ;実 字:合 …≡締 ;;施 ;.:設 三;班 :喜;立 ;≡L T.-ii o 組合事務局 は別途調整 (KTC?) 優良再開発事業等

港北ニ ュータウンまつり :音 ::7<:言行 …王事 … 言草 ぎ ≡実 …≡妨 十 一一･十 行 ≡…局 妻準備 ;香 ;I.-:作業 ｣ .-;迅 諦精昇 ;委 …

OASYS001-04-12



(珠)港北都市開発セ ンター ;計画部 ;T/C地区中期事業推進 スケ ジュール (寡)
19910710

H 3年度 H4年度 H 5年度 H 6年度

N/T地区全捧事業進捗状況 …推 … ≡区 ≡ :伝 ::秩 :;3i :挨 :喜区 ;…N i 纏 童
;進 ; 役 … :義 ;;局 ;;号 : :浜 ::役 ■::/ :

書協 … 所 … 地 ::閑 ;:級 ; :市 :-=所 ;妻T … 妻地 重
庁 ; :持 主:始 ;:開 ; ;長 ;;庁 ::区 : :方 ;

:合 さ…同 ……協… ;ヽA :昔 …エ ! 定 ま; ;:逮 ; ;蓮:;舎 ;:栄 :i;竣 ;:足 :;;工;: -互選…

T/C開発推進協議会･開発ルール部会･事業化促進部会 協議r会発足 T/C地域 マ(建設省所管 スタープランの策定事業制度等手続)開発 ルール指針 ゐ策定 地区計画 .街づ くり協定等手抜 き . 個別街区事前建築指導..調整等

事業化促進方策~の検討 8事業-共同化の8支援 システム構藁 (協力企其 ス トツ･行政福助金導入 ク等)

個別街区(民有地)建設計画街区(公団等用地) 8 ブロック別協力企業 タ 研究会イア ップ ■土 (純 豆手技等' ○個別街区建藁活動(共同化 .単独)

(計画等)甘 (調整 .手続等) ○(設計 .施工等)

共同義務街区開発推進 甘4 (設計 .-施工等) 平成 7年度

全t第 1街区･第 2街区 ;コ…ン:ベ妻実…施 日 建 ::協 f≡;設 :…力 ;;;嘉且≡:企 :.:≡合 ;:美 ;:…設 ::決 ::;立 ;:定 : (調整 .手続 き) 竣工 .オープ ン

○特定街区 .大店法優良再開発事業等 ○

港北ニ ュータウンまつ 第 7回 .10/19.20 第 a回 第 9画 N/T区民 まつ り

OASYS001-03- 13





開 発 ノレ - ノレ 策 定 の 流 オ1 案

事 業 化 促 進 部 会

◎事業化促進計画

(第一段階のまとめ)

ブ .ロ ッ ク 連 絡 会

◎ タウンセント地域開発推進計画

･ 開発ルール

必要に応 じ,再度

ブロック連絡会

地 権 者 総 会

◎ 開発ルール決定

(第二段階(運営)へ)

◎ 事業化促進計画
r_I

(第二段階(支援方窮へ)



開 発 ル ル に つ い て

平 成 3 年 4 月

タ ウ ン セ ン タ ー 地 権 者 代 表 者 会 議

邑墨表 冠喜 iiF

住 宅 一 昔β 市 整 備 公 団



一 粒杢フり ET勺 な タ ウ ン セ ン タ ー 7表芸互生 の ブこ め に 一

地元 ･市 ･公田が一体 となって進めて きている ｢港北ニュータウン｣

の計画的な街づ くりも,その中心部である ｢タウンセンター｣におい

て,いよいよ具体的な段階に入 ってきま した｡

タウンセンターは,港北ニュータウン地域のセンターとしてLまか り

ではな く,横浜の新 しい副都心 として,また,首都圏の様 々な義絶を

分担する広域的な商業 ･業務地区 として,まさに 21世紀を見這えた

計画性が問われています｡

道路,広場 ,公園,振地 ,鉄道 ,都市設備 ,地下埋設物等の基盤整

備は,既にマスタープランでその骨格が決定 し,今後は,公共公益施

設の整億をは じめ,ショッピングモールや プロムナー ド等の環蓑整備

が行われてい きます｡さらに,地権者の皆様の意思 を受けて行われる

建物づ くりも,出来上が った建物が,タウンセンターを構成する街づ

くりの重要な要素 となってい きます｡

タウンセンターという街全体 と,皆様の一つ一つの建物 とは密接な

関係があ ります｡

タウンセンターは,その一つ一つの建物によって成 り立つ と同時に,

-つ一つの建物は,他の全ての建物によってその活動や価値が支えら

れてきますO個々の建物は,決 して/くラバラに独立 した存在ではあ り

ません.もし,個々の施設建設の考え方が/くラバラであったなら,タ

ウンセンターという筒全体 もバラ/ミラの印象を与え.他のはっきりと

した特色のある街に魅力の点で負けて しまうで しょうD個々の建物が

タウンセ ンター全体のことを考えて建設 されれば,タウンセンターの

繁栄はよ り大 きなものになると考え られます.

したが って,個 々の建物づ くりが,タウンセンターに魅力 と活刀を

与え,タウンセンターの繁栄を招来するには,建物 を企画 ･設計する

際に,タウンセンターの衝づ くりの考え方 ,街並みのイメージ等 を十

分に認識 して,個 々の建物の計画を進めてい く必要があ ります.

そこで,街づ くりか ら建物づ くりを進めてい くにあたって,皆様が

一緒に考え,歩調 を合わせて協議 をしてい く手掛か りを,別紙の とお

りまとめま したC

これは,施設建設の際のお互いの指針 として,街づ くりに関する基

本的 な約束事 を,衝づ くり協定 ･地区計画等の形でまとめたものです｡



代 表 し者 会 議 の 改 組 に つ い て

平 成 3 年 4 月

夕 'ラ ン セ ン タ - 地 権 者 代 表 者 会 議

l構 il;毎 市

住 弓≡ 一 昔β 市 整 備 公 団
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タ ウ - セ ン タ ー 代 表 者 会 議 等 今 後 の 進 め プチ 案

平 成 2 年 度 平 成 3 年 度

プ 【第9回代表者会議】 【第 10回代表者会議】 ⊂夕 ウ ニ/ セ ニ/ 夕 - 開 発 推 進 一転窺議 会 コ

○タウンセンター計画概要 ○代表者会議規約改正についての素案について (名称,ブロック割,後割等)～O今後の進め方 o開発ルールについて ○タ ウ ン セ ン タ - 関 連 事 業 をこ つ し､て

ロ (公共空間,公共施設等)

○開 発 ノレ - ノレ古ニ ー二つし､て

ツク代表1∃ 1月23日開催 3月19日開催 J} (協定運営方法,地区計画等)

【第 12回小拙 】 巨 ○事 業 イヒ促 進 策 石ニ ー=>し､て廿 i} i} 凸

I:芸≡烹三芳禁 ついて E i i ブロック間の調整等 卓口〒取d二⊂コ

3月4日開催 宇 【部会】lOまちづ くり協荒 区計画 (秦)の作成

】1】llIlI 働 具体的運営方法について f

各地権者 JIIlIl凸 !也也

廿 【ブロック連絡会】 【ブロック連絡会】 J} 権

○タウンセンター計画概要素案の説明 ○まちづくり協定 .地区計画(秦)について

○代表者会議規約改正について ○タウンセンター関連事業について 者

○開発ルールについて ○事業化促進策について

(誘導項目.手法,策定手順) 糸b'盆こ

○ブロック委員選出

4月10日～23日開催 会













ー ル の 必 要 性 蓋北ニュータウンタウンセンター地域開発計画

●前程となる考え方

0靴タウンセンターの開発鮎

1.多段能複合に基づく広域拠点の形成
2.生活･'文化の情報発信拠点の形成
3.高度の都心性と自然性を備えたセンターの
形成

4.個性豊かで自己主張を持つセンターの形成

○開発戦略の基本的な考え方

0広域集客洞能な商業雛

を生かす｡
I

0業務齢立地の可雛を

鉱紘

0配して班的な敵を

持たせる｡

●開発戦略上の課題

0広域的な集客構造の桂築が
ポイント

0共同化･闘偶発による

-柵な街づくりが必要

0閥々の敷地･建物が魅力を

十分難し､離ある街の

形成が重要

●開発ルールの員的

0多難複合師を実現する

0商業禁断魅力摘める

0業務雛集雛誘導する

0来街の交通難輔上させる

0多彩な師空間を創造する
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ー ル の 考 え 方 岩北ニュータウンタウンセンター地域開発計画

0掛こ必要な脈を充足する
ために

･土地利用ゾーニングによる､
適正な税能配置

･公共公益施設計画とそれを､
描完する施設の配置

開発ルール

･挺カある街を創るために､
好市をデザインするルール

･街を構成する個々の建物が､
魅力を発揮するためのデザ
イン･コード

0多彩な 師 空間により､

剥離と魅力摘 め るた 批

･坂の街である地形を活かした
景観講成

･シンボル空間の積極的な演出
･自然と都市景観の融合

0斯きの深い､街の構造

(界隈酎わくるために

･都市軸と回遊紬を骨格として
よりこまやかな回遊性の創造

･深いひだ､異行き､発見のあ
る街を創出

ルールシート(案)

①.敷地規模
②.共同化

⑨.1階の用途

④.住宅

⑤.用途規制

⑥.都市利便施設の付置
⑦.望面後退
⑧.通り抜け通路
⑨.広場､秒ット]巾 ､中庭
⑩.階臥 工加レづ一等の設置
⑬.緑､水､席刻
⑫.通り沿いの高さの最高限度
⑲ 高さの最低限度
⑭.街並みのスケール
⑮.色彩

⑯.設備の隠蔽
⑰.看板 ･広告 ･日除けテント
⑱.夜間の賑わい
⑩.駐車場 ･駐輪場の設置
⑳.駐車場の設え方
⑳.サービス用車両の処置

街づくり協定警協議,
･全地区共通

･界隈単位

･街区単位

地 区計 画 (都市計画)

･地区整備方針

･地区整備計画

その他の制度

･建築基準法 .同条例
･市街地堤境設計制度
･絵合設計制度

･特定街区制度
･駐章場条例

･屋外広告物条例

タウンセンター開発推進協議会 3-3
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質 料 ･タウンセンターの都市構造 ② 車 両 交 通 の 構 造

室蘭交通の構造以下のように大きく4つのランクで構成されています｡
①幹線道路 一広域からタウンセンターへの集客･アクセス道路｡
②補助幹線道路-タウンセンター内の骨格道路｡
③区画道路 一沿道施設へのサービス道路｡
④歩行者系道路-歩行者利用が中心となる歩行者系道路｡

骨格となるシンボル迂路と回遊ルートとなる歩車融合
道路に分類される｡

道路計画と同時に下図のように大規模狂喜場が計画されています｡

●遭路計画 G芋奇 幹線道路 与暮■ 区画道路 くnll) シンボル道路A +大規模駐車場 Ⅷ 公的駐車場

く- )補助幹線道路 -I---t歩享融合道路 (lr‖) シンボル道路B 匪墜】 核的複合施設
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3-6
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箪 料 ･タウンセンターの都市横道 ⑥ 界 隈 性 の 創 出

タウンセンターの車両交通動線､歩行者動線の構成から､歩行者サイズ
の街並み構成の考え方として､歩行者空間を軸とした｢界隈｣をタウン
センターの構成単位として捉え､それぞれがまとまってタウンセンター
という1つの街 (都市)を括成しています｡
r界隈Jは､サービス道路によって囲まれ､不要交通から隔離され､歩

行者空間を中心として､その位置や土地利用によって一定の個性､まと
まりを持つ街並みを構成してゆくものです｡
タウンセンターでは､タウンセンターとしての個性の創出と同時に､こ
の ｢界隈｣毎の個性づくりも積極的に行っていくことが重要です｡

･･;'.:･･_- ､

界隈 ∈≡∃ 界隈A E=コ 界隈C 画 主要歩行者動線 (都市軸) 声享司 幹線道路

E≡ヨ 界隈B ⅢⅢⅢ 界隈D E≡ヨ 回遊歩行者動線 巨室⇒ 界隈への主要サービス道路
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港北ニュータウン･タウンセンター開発推進協議会

第 4回 開発ルール部会

目 次 1.議事次第

2･部会資料 ●街並景観形成計画の検討 (その1)

●デザイン･コードの目的 ･効果と内容①～②

'タウンセンターの景観とデザイン･コード①～③

●タウンセンターの都市構造とデザイン･コード①～④

3.議事録

平 成 4年 1月 21日



港 jヒN T タ ウ ン セ ン タ - 開 発 推 王墓 協 言議 会

第 4回 開 発 ノレ - ノレ吉T3会

ユ【
日 時 平成 4年 1月甘8日

場 所 丘のセンター

議 定巨

(=)考古 並 景 観 形 成 計 画 の 検 喜寸 (そ の 1 )

一 基 ;卒こプヲ針 等 の 整 玉里

一 開 発 J!レ - ノレ の 検 討

○ そ の イ也

4-1
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岩北ニュータウンタウンセンター地域開発計画

0宅舶ザ(イントモーJV)の確鼠(歩行者ルートの一部を担うものとして､大規額'街区内に宅地内自由通路を羅長する.)

･t::･: ､.. -1･･.1一
節化する｡)

'tカ岬 7バ-'サージエ̀ストウバウル>'=L軌

辛 _I.訂丁,

】 J鮭 闇 ､】.-/
･1...Ld.卜寂 ..

JLJ完

-.lr-i;-Lf二三二ユニ.､≦ぎ≡軍
{_妄撃で'洋-i.:.二-汰宗第-;Lp..,IlI

Ci重り師道%(Jfッサージェ)の経(i:地内l=バ-/サージュそ設け､多様･+i歩行者の往来を促す｡)

に;ここ毒草~二 軍 苧 声 j

0高層部のセットバr/･クと分靴 ｡

(迂路両脚 の'街並みの高さを董 え るた

め､苗f=部の望面を後退させる｡)

0倍針 エスカレーター等の設置｡
(歩行者ルート上で､苗低萱のある堤
所に面する敷地は､公開のEV､エ
ス刀レークーを設置する｡)

ポ イ ン ト聖の高.･=

日東 .譲光等の琵貰

1

/

＼ / 4-5吉富 幸三 責＼ /＼ /

タウンセンター開発推進協議会 4-
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､.;

::
.㌦

:)

.
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･,･
･
1

丁:_㌔.･一一二~ー√ご二

止 のランドマーク｡

(歩行者ルートの韓繰上に位置する延
軌ま､タワー化や特故的な形態とし
てランドマ-クとなるようにする.)

-/--～ :三三≡三二一:T.一一 ′
○コート 柑 靴､轄酢げ｡

(歩行者ルートに面し真似こ建つ連切
どこ､コ-T一部分を程近gh:デザイ
ンする｡)

｣
JFtrjL

軌 セント の･1'- 潮 弧 (重丙で菜'Bする場合のゲー トサイl

となる建切のデザインの轄e:づけ)

0コートの分離､韓酢げ｡ 0コートの媚化､撒づげ｡

タウンセンタ-開発推進協議会 巨4



ン - - ク ー - 都 市 構 造 と デ ザ イ ン - コ ー ド ① 岩北ニュータウンタウンセンター地域開発計画

質 料 ･タウンセンターの都市構造 くむ ∃巨両 交 通 の 構 i豊

車両交通の構造以下のように大きく4つのランクで構成されています｡
①幹線道路 -広域からタウンセンターへの集客･アクセス道路｡
②補助幹線道路-タウンセンター内の骨格道路｡
③区画道路 一沿道施設へのサービス道路｡
④歩行者系道路一歩行者利用が中心となる歩行者系道路｡

骨格となるシンボル道路と回遊ルートとなる歩茸融合
道路に分類される｡

道路計画と同時に下図のように大規模駐車場が計画されていま
ミ卓立JYtbitYLII且…≠芦デ Ir 相月

●道路計画 缶 ⇒ 幹準準洛 中Ⅰ■ 区画道路 く1111)シンボル道路A ●大規模駐車場 m m 公的駐車場

く一一 )補助幹線道路 --A--1歩車敵合道路 (日日) ノンがル迂路B 圏 核的複合施設

タウンセンター開発推進協 議会 4-
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ソ セ ン タ ー の 都 市 構 造 と デ ザ イ ン ニ ー ド ④ 惹北ニュータウンタウンセンター地域開発計画

･.Jr･PFr-.i
I,■L,11･F,･･Jll-1V

質 料 .タウンセンタ-の都市構造 く参 界 隈 性 の 創 出

/ ※ 》 ● ＼ ､.■" ≡-2--,-Jl'添 - 界隈 土地利用 景観 J
...一､ %N # px-,-I-. い ､ ･∴顎 7,/J1-7m.37

憾 _.L誘 惑 - -- B77Ji-タウン,プロムトド 7●l 瀬の苗芸.チ､い別や触差-rつきが-､′, つ't.並み,つ蛸弘
ヤ亡で _∧責駅甲心,L詮が立断る. ･星空鰍嫉きさは大々像々蝿をする机一定の宗｣豆を

『 一.-- 'R& 醍 lJ:.七..～-I,折節 三CFウンタウン.プロムトドも-,.-i-__⊥r--i,_-I_-__I,一ナ::叫- ･中産や旨地のある､飲帥レジ卜.7ミニーズメyr､77タ-5のむ･小身酌鮒を中心絹哉西産･大設郎喜郎歩行青票道農の論敵も送品を封､多酌匡盗荏面∫4' A%l小ス鵬り､あちこちに小さ硝兄のある凱帖く分靴し､日立韻萱える.三,t､妻廼
謬 敬 l l 甑 .蓮 郷.,;pt.;

% I .欠2■■Jへ ど.)紘.コ7 ･藷差別嘆音するE'指ストy.･中謂ビルの複合となる机ビジ如./-ン全蕗が-紳増設絹つよう蛸斬る.

- u
】 l･ LL_l~_*:ヽ._聖才..A. 文化.レクl)I/二y F･公共公益蓮乱文化レクlJL-シヨン畿雷 ..酎別品設細とし､早馴./二ンへの空蒜的琵刑､違款を別肘.Ih- 茎表整髪壷益藍 ■._gf蓋込 F I一円■1■H

＼ 下. --.1 -ヽ~ー_ 十さ一一一一÷一･･.一･･･.一･.-.｣ 』 ★

鷲..闘 ､開 ､モ･-..:軋 ..-l,jrtー/.:. --..fttS讃,＼軍等 与 鷲 ._.!r'相_1.-i-;I､.ヽ一;､ゝ＼ .塾 '._話'LJI-.W,荏
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風 俗 営 業 等 の 規 制 概 要

正男 臣二重こき 二重二面萱B

1号営業 - キ ャ バ レ ー

2号営業 - 誓 う ､空 き 誓

3号営業 - ナ イ トクラ ブ

4号営業 - ダソスホール等

5号営業 一 低 照 度 飲 食 店

6号営業 一 区 画 席 飲 食 店

7号営業 - ぱ ち ん こ星 等

8号営業 一 芸 壷 毒 讐

-=1-
rl関連

営

業

深
夜清和
提
供
飲
食
店
営
蕉

出

営

業

1号営業 一 個 書 付 浴 場

2号営業 -

3号営業 -

4号営業 -

ス トリyブ劇場
の ぞ き劇 場 等

モ ー テ ノレ
ラ ブ ホ テ ル 等

ア ダ ル ト
シ ョ ノ 7̀ 等

室
5号営業 -管 ,サ _ ジ等

スナ yク､酒場その他客に

酒炉を提供 して営む飲食店

営業を深夜(午前0時～ 日の

出時まで)において営む営

莱 (営業の常態と して通常

主食と認められる食事を提

供 して営むものを除 く｡)

Q住居専用地域､住居埠賓を原則禁止

;除外地域 (住居麹岩のみ)

商業地虜の局留30メー トル以内の地域

ホテル営業､凍結営業 と良俗営業の兼業地域

o臣襲制限地域

保 護 対 象 施 設 . 制 限 霞 樫

学 .校 100メ ー トル

.国 事 館 .. 児 童 福 祉.施 設 70メ ー トル
病院及び診療所(患者の収容施設を有するもの○) (高藁地域においては30メートル)

o上記の制限を除外する営業所

藍時速 技等 苫水浴笥又は祭礼､操 日等が行われる場所及びその周辺

列 車 亭 営 業 の 場 所 が 移 動 す る 営 業

○次に掲げる施設の局員200メー トル以内を禁止

･学校､図書館,児童福祉施設 (法定)

･条例で定める次の最設

ア 病院､診療所､博物館､公民館､都市公周

イ 青少年の摩全な育成を図る等の施設 (知事が指定 した施設)

ウ 児童公園､専鯵学校､各種学校､高田英語学園 (川崎市川埼区)

･下記の除外地域については､法定施設及び前記 クの施設のみ適用する｡

o禁止地域の指定

○住居専用地域､住居地域を原則禁止

Eii]30メー トル以内の地域

問合せ先 >

･!.耳 ∵ ご こき~_亘_I

o日の出時 ～ 翌 日午前 0時
(法定)

除外する日

12月158- 1月10日

午 前 1時 まで 延 長

oぱちんこ星については

午前 9時 ～ 午覆 11時

8号営業の立入制限

･18歳未満一軍望ko戸以降禁止

･16歳未読-軍票晶芦以降 禁止

3号営業 一 制限な し

制 限 な し

警察署防犯課 ℡ オ77.I?鴇
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JJ港北NTタウンセンター開発推進協議会 第4回開発ルール部会

日時 :92.01.21(火) 10:00-12:00
於 :港北NTタウンセンター

(出席)徳江 蓑治部会長 中村 横浜市 港北NT建設部部長
守谷寿三男委員

栗原 貞夫委員

栗原 靖 委員

内野 義宣委員

大久保信正委員

金子三千男委員

丸山 港北都市開発センター計画部次長

中山礼二郎委員 (欠席)

高橋 良雄委員 (欠席)

皆川 成夫妻点 (欠席) (頓不同)

1.穂江部会長､あいさつ

.新年を迎えて本日の部会からルール部会単独の会合となる｡
･活発な議論をお悔いします｡

2.港北都市開発センター 丸山次長､ 今回の部会内容説明
･街並み景観形成計画の検討 (その1)
･内容説明の後､自由討議｡

3･山手縫合計画研究所､菅 ･街並み景観形成計画の検討 (その1)説明
○図 1.道路システムの説明

.章の動きと人の動きの2つの大きな動きがある｡

T

ち

幹線道路

補助幹線道路

区画道路 の3ランクの道蕗がある｡

歩車融合道路-車も通るが車が気をつけて通る道路｡

シンボル道路-章が通るが､人が自由に歩ける工夫をする｡

たとえば､歩行者天国のような規制も考える｡
シンボル広場､歩行者専用道路

･･･港北タウンセンターの目玉になる場所｡
車系道路の歩道

人のネットワークはこのような空間で構成されている｡
○図2.界隈の説明

'5つの大きなグループに分けられる｡
A:アッパータウン･コア

B:アッパータウン･プロムナード

C:ダウンタウン･プロムナード

D:ビジネス ･コア

E:文化 ･レクリエーションゾーン

●これらのそれぞれが個性､まとまりを持った街並みを形成していく

○図3.景観の考え方

●タウンセンター全体として､それぞれの場所で､どのようなことを考えるべ
きかを整理している｡

'之～ポル広場では＼広場を囲む建物の形態をどのように考えるか｡

広場での活動と建物の関係を考えると両方を結ぶ場所として､2階の高さの

アーケードや回廊をつくることが考えられる｡雨の日も買物ができる｡

'生国進では､特に駅から離れた街区で積極的に共同化し､人の流れを創るな
どの工夫が必要である｡

●壁面の分節化は､長大で平坦な壁面が連なるつめたい街にならないようルー

ル化していく必要がある｡ 道路の両LErlで施設の大きさが違い場合にも大切
な条件である｡

●コーナーの特色付けには､車で来街したときのゲー トとして､歩行者が街に
入ってくる時のアイス トップ､目印として､の働きがある｡

イギリスではコールマン (人寄せ､招き猫のようなもの)と呼ばれる｡

街̀角広場は＼人の流れの交差する所に､人が溜まるような場所を創る｡
馬車道では既に行われている｡

●歩行者軸を受ける広場は､人の流れを受け､漏斗のように人を施設内にスム
ースに誘導する仕掛 ナともなる｡

●ビスタラインは視線､景観軸などと言われるが､ヨーロッパでは通りの先に

教会の塔を配置するなど､ビスタが大切にされている｡塔状の建物や屋根の
工夫などを行うべき場所である｡

'宅内ペデは大規模宅地の場合特にショッピングモール的な空間を創り､多様
な人の動きを生み出す工夫が必要である｡

'バサージュは大きな宅内ペデをは対照的に､小さな路地空間を創り､密接な

場所を創るもので､飲食店や飲み屋等が集まる､賑やかな場所を創る｡

'ランドマークの造り友は､四角い箱ではない､表情のある形態で､人目を引

くようにする｡通りに面した部分は低 く抑えて､ヒューマンスケールな街並
みを造りたい｡

'エスカレーター､エレベーターの公開は､公共空間で確保されている階段､

エレベーター以外にも公開されたものを設け､人の回遊性をさらに良くする
よう努力する必要がある｡

｡駐車場の入口は､特に歩行者系の道路からの出入りを行わないよう配慮する

こと､わかり易い入口とすることが大切である｡
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(守谷) ･シンボル広場の管理区分はどうなっているか｡

(中村) ･三角形の部分が公国で緑政局､その周りが道路用地で道路局となっ
ている｡

(守谷) ･公園扱いの場合地下の利用は出来るのか｡

(中村) ･市内の公園で､地下の駐車場をとれと言っている所はある｡

(徳江) ･公園法の公園とすると難しいのではないか｡

(平野) ･マンションでも駐車場の付かないものは買い手がない動きがあるが

街も同様で駐車場のない街はだめだ｡

(徳江) ･現在計画されている駐黄楊だけで足りるのか｡

(中村) ･当初は充分だと思うが､ビJL,トアップが進めば不足してくるだろう｡

(金子) ･大規模街区の地下駐車場とシンボル広場下の駐車場を繋げて計画す
ればいい｡

(石田) ･横浜市の駐車場条例が改正されたので概要を説明します｡

(凍料説明､別紙参照)

(金子) ･これは最低限のルールと考えた方がいい｡

･公共駐車場は何台分計画されているのか｡

(中村) ･駅前広場地下駐車場が各 500台で 1,000台､立体駐車場が3か所で

1,000台で合計 2,000台分計画されている｡

･この他に核的複合施設内にも計画されている｡

(大久保) ･3,000m2超える位の物販店を誘致する場合､経済局ではテナントが

決定していないと建物建設が許可されない｡大店法が改正されたの

に市の経済局と建築審査課の連携がよくない｡

(小島) ･大店法改正に合わせて建築指導要綱の見直しがされており､柔軟に

対応していくような方針になりつつある｡

(徳江) ･以前､ニュータウンでコントロール ･センターの話があった｡ここ

の審査を -̂スすれば市の各窓口の審査はフリーになるような組織を

作っていく必要がある｡

(大久保) ･今は､港北の事務所と市と窓口が多数あり､非常な労力が必要であ

り､なんとかしたい｡

(金子) ･市や公団は3-5年の人事移動で人が変わるが､変わらない組織づ

くりが必要である｡

(徳江) ･ルール部会､開発部会と市､公臥 学者を交えた組織を将来的に作

りたい｡

(管) ･今回の検討では組織づ くりも重点的に検討していきたいと考えてい

る｡

(徳江) ･役所のこれまでの既成概念を変えて行 く必要がある｡

･ニュータウン幹線の送電線も､ロスで送電線が道路内に立てられて

いるのをみて､港北でもこうするべきということで実現させた｡

･郊外の開発に過大な姿金負担をさせ､市街地の再開発には税金で補

助するようなやり方はいけない｡

(金子) ･法律を変える位の心構えで街づくりを進めていくことが大切である｡

(守谷) ･全部を地下駐車場にすると何台位になるか検討してほしい｡
(管) ･宅地面積が40haで車 1台あたりのスペースを40mtとすれば､1層で

1万台分｡歩留りを考慮すると2層にして 1万台くらいか｡

(内野) ･理想とする議論も大切だが､現実を見据えたルールづくりももっと
やりたい｡

･多機能都市ということを考えれば個々の街区毎のルールづ くりが必
要である｡

･時間コス トも考えた検討をすべき｡ダイナミックの変動する情勢に

対応出来るルールづ くりのため充分な検討をしたい｡

(金子) ･最低限､再開発の必要がない街づくりをしたい｡

(中村) ･経済的な問題もあるから､暫定的な利用もあるのではないか｡

(徳江) ･開発ルールの具体的な検討は次回でいいか｡

･スケジュールはどうなっているか｡

(丸山) ･年度末を目標にまとめたいが､充分な検討をしたうえでまとめたい

ので､若干の猶予は考えている｡

(金子) ･月1回のペースではだめ｡ピッチを上げて検討しよう｡

(丸山) ･次回は2月7日 13:30からとする｡

(石田) ･補足するが､駅舎は建設途中でシンボル広場脚の壁面後退を4m確

保するよう変更してもらっている｡

･歴史博物緒は以前説明させてもらった内容で計画が進んでいる｡

･第2地区北西端の横浜市用地に区役所の仮庁舎を計画している｡

巨馴
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ィ ソ ー コ ー ド の 目 的 ･効 果 と 内 容 ② 惹北ニュータウンタウンセンター地域開発計画

デザイン.コード デザイン.コードの目的と効果 デザイン.コードの内容 .要素

4,建築形患⑩.通り沿いの高さの最高限度 □シンボル広場､シンボル道路等の歩行者空間に面した建物の ロ建物の歩行者空間＼歩行者ルー トに面する部分の
建物の､歩行者空間に面する部分の高さを整える. 高さを揃えることにより､整った街並みを創り出す○ 高さを指定する.

⑬.高さの最低限度 ロ街の振わいを創り出すとともに＼街並みの美観を創出し､土 ロ最低限高度地区を指定する○
土地の有効利用を図り､都市的な賑わい､街並みの 地高度利用を図るため､建物の最低限の高さを設定する.

美紋を創る.⑭.街並みのスケール □大規模施設の長大壁面による圧迫感を解消し､人のスケール ロ特に壁面のデザインに注意すべき場所を指定する｡
建物の歩行者空間に面した部分は人のスケールに合 の街並みを実額することで＼人々の施設への寄付きを高める○ ロ建物の高層部と低層部等高さによる色､仕上げの

わせてデザインする. □街のイメージを形成する基調色､界隈毎のテーマ色､価店毎 ルールを設定する.⑮.色彩 ロ基諸色＼テ-マ色＼ポイントカラーのルーJL,を設
タウンセンター全体の基調色を設定し､統一感のあ のポイントカラーの木目細かなルールを設定し､まとまりと 定する○

る街並みを創り出す○ 個性のある街並みを形成する. ロ設備機器を隠蔽＼修景する.⑩.設備の隠蔽 ロ街のスカイラインを乱す建物屋上の設備機器を隠蔽すること

設備機器は通りや他の建物から見えにくいように修景する○ により､街並みの美観を高める.

5.付属物⑰.看板､広告､日除け､テント ロ看板等が氾濫する乱雑な街ではなく､滑々の店がルールを守 □看板､広告物の大きさ､禁止色 .材料を指定する○

質の高い看板､広告物等は､店の個性を創り出すと つた質の高い看板､広告物を設けることで＼店の個性と同時 口質の高い看板､広告物を作成する○

同時に＼街の個性を創り出す. に街の個性を創り出す｡ 口夜間も施設の活気を街に見せる工夫をする.⑩.夜間の賑わい □夜間も振わいのある街とするため＼店請 .看板のライト7ツ

夜の賑わい､夜の街並みを演出するための工夫を行う○ プや店内照明を行うなど､施設の活気を街に拡げる○ □夜間も安全に集える場を創る.

6.駐車嘘､駐輪場⑩.駐車場＼駐輪場の設置 口広域からの来街に対応するため､公的嘩 場だけでなく､民 ロ駐車場の付置義務により床面積に応じた駐車場を
来街者の利便性を高め､円滑な連絡利用を図るため 間脚でも充分な駐車場を確保する. 確保する.

駐車場＼駐輪場の付置を図る.⑳∴駐車場のしっらえ方 ロ街の利便性を高める駐車場の配置と案内システムの整備と同 口駐車場の入口は分かり易 く､利用し易く造る｡

駐車場は､利用し易く＼街の振わいに寄与するよう 時に､街に対して賑わいを提供する駐喜場整備を行うことに □駐車場は駐車尊両が丸見えにならないように造る.

計画する○ より､街のイメージを高める. ロ歩行者系道路に面する荘重鳩の1階には､店諒等の施設を配置する｡

㊨.サービス用車両の処置サービス用車両は､歩行者の安全性､円滑な道路利 ロサービス用車両は基本的に街の賑わい形成上は必要ないため＼ ロサービスヤ-ド等は歩行者の琵境からは遠ざける.
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p港北NTタウンセンター開発推進協議会 第5回開発ルール部会

日時 :92.02.07(金) 13:30-17:00
於 :港北NTタウンセンター

(出席)徳江 義治部会長

守谷寿三男委員

大久保信正委員

金子三千男委員

内野 菜室委員

高橋 良雄委員

平野 泰二委員

西川 横浜市 港北NT建設部次長

中村 〝 〝 事業調整課長

石毛 往都公甜 港北開発局事業計画二課長

丸山 港北都市開発センター計画部次長

中山礼二郎委員 (欠席)

栗原 貞夫委員 (欠席)

栗原 靖 委員 (欠席) (頓不同)

1.徳江部会長､あいさつ

･前回はルールそのものには触れられなかったが､今回は具体的項目の検討に

入りたい.

2.港北都市開発センター 丸山課長､ 今回の部会内容説明

･街並み景観形成計画の検討 (その2)
ル-ルの必要性はこれまでの勉強の中で確認出来た｡供用開始を悦んで､具

体検討をお願いしたい｡

3.山手総合計画研究所､菅 ･デザイン･コード項目説明
･21項目のデザイン･コード

･6つの大きなまとまりに分けられる｡

･1つ 1つの項目の検討と全体のまとめ方について検討をお願いしたい｡
○各項目説明

4.討議

(内野) ･開発ルールの範囲が広範にわたるため､全休に関わる項目､共同

化街区に関わる項目､一般街区に関わる項目等､事業主体別のル

-ルの検討が必要だ｡

(徳江) ･項目毎に自由に議論して頂きたい｡

①.敷地規模について

(守谷) ･換地宅地の分割禁止は､相続分割を考えると自分の首を締めるこ

とになる｡一般的に考えても無理ではないか｡

(内野) ･規制する項目と目標項目の区別が必要だ｡

(徳江) ･最小敷地規模についてはどうか｡

･最小の換地間口は何mか｡

(高松) ･換地上は5mが最小間口となっている｡

(内野) ･協定化する部分と､その他開発の目標とすべきものがある｡

(管) ･コードの中身のなかで､どちらに入れるか議論したい｡

(内野) ･義務街区ではなく､一般街区が最も問題があるのではないか｡

蓑務街区は共同化が条件付けられているから問題は少ない｡

(徳江) ･最小敷地規模は目標とする項目か｡

(小島) ･タウンセンター全体が一律の基準で統一するのではなく､街区
別に検討すべきと考える｡

(管) ･外側街区では大きく設定して､サブ的核施設を導入出来るよう
にしたい｡

(高橋) ･余り大きく設定しては､逆にテナント探しが大変になる｡

･大店法に掛かるような大型施設では建築確認が取れなくなる｡

(小島) ･横浜市の他の事例では､最高でも貴低敷地規模は 200m2くらい

までとなっており､あまり厳しく設定できるものではない｡
② 共同化

(大久保) ･共同化してはいけない地区というのも考えられる｡

(管) ･共同化義務街区は必ず入れる｡その他にも共同化を推進すべき

街区を設定したい｡

(小島) ･地区計画では､共同化に関する項目がないため､別の方法とな

るだろう｡

③ 1階の用途

(徳江) ･以前､銀行は午後3時にシャッターを締めてしまい､街の賑わ

いを損なうから､2階に上げるべきという議論があった｡

(内野) ･駐車場についても､現実的に1階に設けざるを得ない用途もあ

るため､規制するのはどうかと思う｡

･銀行の問題も､1階がだめというのは現実的でない｡
④ 住宅

(守谷) ･住宅は､市の条例であるだけは隷めるべきではないか｡

(徳江) ･センター全体の具体的な土地利用計画はあるのか｡銀行や店舗

の配置等を具休的に検討しているのか｡

(小島) ･事業化促進部会で､その点は検討している｡

(守谷) ･銀行などはあちらこちらにあっていいだろう｡

(小鳥) ･事業化促進部会では､業務細分化ゾーンにも住宅を配分すべき

ではないか､という検討をしている｡

(高橋) ･小宅地街区では､自分でやるだけでなく､店舗と住宅をセット

で借りる人も出てくるのではないか｡

(大久保) ･上部階を寮などにすることも考えられる｡

(管) ･計画人口との兼ね合いはいいのか｡

(小鳥)

⑤ 用途規制

(内野)

(守谷)

(徳江)

一般街区に全て条例通りに住宅を配置してOKならばよいのだ

が｡検討してみる｡

ファミリー向けよりも独身者向けとして考えたい｡

風営法も夜の街の賑わいを考えるとある程度認める必要がある｡

県条例で禁止されているもの以外は全て隷めた方が良い｡

問題はラブホテル等である｡

ラブホテル以外のホテルでも同様の使われ方がなされている.

しかし､センターにホテルの1件もないのは良くない｡

5.I.



(小島) ･ダウンタウン地区は業者によると最高の立地条件にあるらしい｡

･規制がなければ新横浜と同様になる｡

(管) ･ラブホテルが出店したために､センターの街のイメージが低下する
恐れがある｡

(高松) ･風営法の風俗言葉については全てOKではないか｡

関連営業 (届出営業)のうちどれを規制するか検討すへきであろう.

(内野) ･1号2号営業 (個室付浴場､ス トリップ劇場等)は禁止されている

が､3号 (ラブホテル)4号 (アダI川ショップ等)は出店できる｡

･しかし､これらの営業ならば､住民のコンセンサスは得られるだろ
つ｡

(大久保) .前回も言ったが､距離制限地域の問題をもう一度考えたい.

(守谷) ･相手に規制されてしまいこともあるということか｡

(丸山) ･用途規制については､ははこの方向でまとめてよいか｡

(徳江) ･新横浜のようにならないようにしたい｡

⑥ 都市利便施設の付置

(徳江) ･郵便局､派出所の計画はどうなっているか｡

(高松) ･第2地区の郵便局は集配郵便局で､第 1地区にも設ける予定である｡

(大久保) ･これらの施設は目的を持って行 く施設であるから､1階に置かなく

てもいいのではないか｡

(高松) ･派出所は各駅前広場内に設ける予定｡

(徳江) ･3等郵便局は駐車場がなく不便だ｡道路沿いの郵便局は路上駐車場

が出来るため､繁盛している｡

･郵政省があまり賃料を出さない.
⑦ 壁面後退

(内野) ･センター全体を一律に掛けるのではなく､場所によって後退の仕方
を考慮する必要がある｡

･幹線道路沿いなどは､歩道と宅盤のレベル差があり､一律2m後退
しても現実的ではない｡

(管) ･現在考えているのはシンボル広場周辺と､幹線道路沿いである｡

･シンボル広場は広大な広場空間をしっかり創るためにも必要だろうO

･幹線道路は歩道が狭いため､店舗の立地を考慮すると､貧弱な空間
である

(大久保) ･100%の建蔽率の場所で後退させるのは､大変ではないか｡

(徳江) ･2mのセットバックは市街地環境設計制度と関係あるのか｡

(小島) ･地区計画と建築協定についての内容となる｡

(大久保) ･2mの根拠はなにか｡中川では 1.5mだが｡

(高松) ･幹線道路は当初､沿道利用は想定したいなかったが､昨今の状況を

考えて歩行者空間の充実が大切と考えた｡

⑧ 通り抜け通路､⑨ 広場､ポケットパーク､中庭､⑩ 階段､エスカレータ

ー等の設置 ⑪ 緑､水ー彫刻

(内野) ･これらは一括して､努力目標として考える｡

･経営コス トの面から､EV､エスカレーターの設置は難しい｡

⑫ 高さを揃える｡

(守谷) ･パリ等の古い街並みでは良いがー新しい街で高さを揃えるというの
は良いのか｡

(高橋) ･今の流行では､あまり揃えない方が､活気があって良いのではない
か｡

(内野) ･全部を一律で揃えるのはどうかo土地の条件や地権者の都合で様々
な高さになってしまうのではないか｡

(管) ･全ての建物の高さを揃えるのではなく＼シンボル広場やシンボル道

路といった歩行者空間に面した建物の部分の高さを揃えるもので､
高層部は後ろ側に建てる｡

(守谷) ･道路斜線が掛かってくるのではないかo

(高松) ･道路幅員は斜線制限も考慮 して考えられて.いる｡

(小島) ･高層部のセットバック等はイメージし難いので模型で検討するか｡
⑬ 高さの最低限度

(守谷) ･近隣商業は北側斜線がきついO

(小島) ･横浜市の場合､共同化して市街地環境設計制度を使っても､北側斜
線は消えない｡

･地区計画の中で､良好な計画の場合 (共同化､市環導入等)にのみ

北側斜線をなくせるように定めることが出来る.

(高橋) ･周辺から苦情が来ないか｡

(小島) ･日照の問題はクリアする必要があるが､その他は問題ないO

(徳江) ･研究してみる必要がある｡

(守谷) ･北側斜線が外せるならやってみるべき｡
⑮ 色彩

(穂江) ･この項目は､派手な色を使わないということか｡

(管) ･街全体にまとまりを持たせるなどの考え方がある.

(高橋) ･全て統一してしまうのは面白みに欠ける｡

(守谷) ･つまらない街になってしまうのではないか｡

(高松) ･しかし､遠慮してもらうべき色はある｡

･いくつかの選択肢の中から選択するなどの方法もある｡

(小島) ･事業化促進部会での検討では､道路毎､界隈毎にまとまりを持たせ

るように計画を進めている｡

(守谷) ･やはり､あまり規制しないほうが良いのではないか｡

(管) ･新百合ヶ丘では､どんな色を使っても良いが､彩度は押さえるよう

に指定している｡こうすると全休が落ち着いた街並みになる.

･3階以上は淡い色彩にして､ 1.2階は派手での良いとする方法も

ある｡遠目からの街のイメージは落ち着いて見える｡

･具体的に規定している例では､新本牧が色チャー トによって使用色
を規定している｡

⑯ 設備機器の隠蔽

(内野) ･これは､屋上のクーリングタワー等の問題だろう｡サイドは隠せる
が､上部は隠せない｡
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⑰ 看板､広告､日除け､テント

(管) ･ガラス窓広告が､今最も街並みを乱している｡

(守谷) ･私が管理しているビルでも窓に張紙広告を出していたので注意した

が､言い逃れされてしまった｡

(管) ･蛍光塗料を使った派手な広告も良 くない｡

･高さ､大きさは制限が難しいが､横浜西口ではサインのガイドライ

ンを設けている｡

表示面積は壁面積の1/10以内､かつ 1面は50mz以札 同一広告は

1棟 1面｡屋上広告は6m以下かつ建物高さの1/3以下｡等

(丸山) ･屋外広告物条例である程度規制されている｡

(徳江) ･広告とは関係ないが､住宅を入れた場合に､洗濯物やフトンの見せ

方も検討しておく必要があるのではないか｡

(高橋) ･乾燥機が普及してきたから洗濯物が干せなくなっても大丈夫ではな
いか｡

(内野) ･屋外については条例があるが､屋内の窓広告などを規制するものは
ない｡

(高松) ･多摩センターでは屋上広告物は全て規制している.

そごう等も屋上には出さず､側面に出しているO

(丸山) ･広告 ･看板原点は自社の位置を表示することにある｡

(管) ･西口では自社看板以外の広告看板は規制している｡

(平野) ･広告塔がないと､人を案内する時に目印にならない｡

(高松) ･広告塔しか冒印になるものがない訳ではない｡

(小島) ･広告などの小さな項目1つ 1つの積み重ねで良い街並みが出来てい
く｡

(徳江) ･質の高い看板をどう示していくかが大切だろう｡

(管) ･次臥 質の高い看板､広告の考え方を示す.
⑱ 夜間の賑わい

(管) ･夜は何時まで店舗の照明をつけておくかの取決め.

･パイプシャッター塔にして､店内を見せる｡一般的なシャッターな

らば､ショーウィンドウの内側にシャッターを降ろす方法もある｡

･建物のライトアップによって､街の表情を出す方法もある｡

･外国では､夜間､人のいない業務ビルの照明をつけておくことも行
われているようだ｡

(高橋) ･昨今､梁瀬節約の風潮になってきているが､これにはどう対応する

のか｡

⑩ 駐茸場 (事業化促進部会の資料配付)

(守谷) ･タウンセンターを良 くするかどうかは､駐車場にかかっている｡

(小島) ･将来の需要予測の4000謄円の商業規模をまかなうためには､センタ

ーで2万台の駐車場が必要とされている｡

･真ん中の調整区域に大駐喜場を整備することも考えられたが､離れ

ているため､効果は少ないか.

(守谷) 心劉 勺に駐車場は目的のビルの駐車場に止めたいものだ｡

市の駐車場付置義務をもっと厳しい条件にする必要があろう｡

(丸山) ･何mtに何台と簡単には出せない｡用途や規掛 こ大きく左右される｡
(小島) ･小宅地の場合には駐車場整備は難しい問題だろう｡

(大久保) ･歴史博物館には充分な駐車場が確保されているのか｡
(石田)

(守谷)

(小島)

(内野)

(管)

(内野)

○ その他

(徳江)

(守谷)

○ 最後に

(丸山)

小学生等の利用を考慮して､大型バスの駐葦場を中心に整備してい

る｡乗用車の駐車場は4-50台程度である｡

建物の用途によって厳しくするものを考えたい｡

住宅系のたてものの場合は1階の駐車場設置は止むを得ないのか｡

駐車場を沢山作れといっておいて､制限するのはどうか｡

作る場合には､作り方の工夫が必要で､これをルール化したい｡
それは､是非やるべきだ｡

その他について､考慮すべきものはあるか｡

建物に住居表示をつけて欲しい｡ヨーロッパでは非常にわかり易い
システムになっていた｡

3月末を目処に､地区計画､まちづくり協定の素案をまとめたい｡

集中的に御議論お願いしたい｡

次回は2月27日 10:00-としたい｡

3月24日の合同部会までにもう一度会議を持ちたいが｡

3月10E]13:30-とする.

ト.;.
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地区計画

【地区計画の目的】

･港北ニュータウンのタウンセンターに相応しい土
地

利用と街並み
の骨格を担保するため
＼
土地利用の基本方針
＼
公共施設等の整備
方針
､
地区別の建業物の整備方針を定めます
｡

【地区計画で定める項目】
①地区方針

'タウンセンターを今後どのような街に育てていくのか
､
その基
本方針を明らかにするもので＼
タウンセンターの街づくりの憲
法とでもいうべきものです
｡②地区整備計画

7
.
地区施設の配置及び規模
地区施設とは主として､
地区住民の利用する区画迂臥小公臥
緑地
､
広場
＼
その他の公共空地をいい
､
それらの位置や規模を
定めるものです
｡

ィ
.
建築物等の制限

●建物と工作物の用途･壁面の位置

･建物の形愚＼デ
ザインの制限･建蔽率の景高限度
･敷地面積や面地区面環の最低限度

･容積率､
高さの最低限度あるいは最高限度

ク
.
緑地や樹林の保全

街 づ く り 協 定 (デザイン.コード,

【街づくり協定の目的】

･街づくり協定は拘束力を持った法律ではなく､地区の人々によっ
てつくられるルールです｡

'より良い街づくりを目指し､一つ一つの建物がルールを守ること
で､魅力ある街をつくっていくものです｡

･また､街づくり協定のルールを描完するものとして､街づくりガ

イドラインを定め､価々の建物のヒントとなるようにします.

【街づくり協定の内容】

①街づ くり協定 (紳士協定であり､定められない内容はありません)

:''-- - "∴ .･･:I---∴

･富美時間 等

街 づ く り ガ イ ド ラ イ ン

･街づ くり協定の内容を具体的に袴完する､街づくり

デザインのための考え方をまとめたアイデア集です｡

6-2



*肥LZiBLLA iL'/'ソ区 分 . .- -地区計画 の内容 l 街づくり協定 の内容

0.敷地規模◎ 丑同化 ･共同化完結街区の最小敷地規胤 共同化推進街区の最小敷地規模○ ･最低間口､振わい施設間口比の設定○

･共同化完結街区､共同化推進街区を整備方針で設定する○ ･共同化去務街区＼共同化推進街区､非分割街区の設定｡

.ノヽ◎.1階の用途 ･住宅配置ゾーンを設定し､それ以外の地区での住宅計画は禁止する. ･1階への賑わい施設の立地○ (住宅 ..倉庫 -荘重塙 一非サ-ビス系の芸結等は立地させない｡ただし書きが付 く)
◎ 住宅

･同左

◎.用途規制㊨.都市利便施設付置⑦:壁面後退 ･全地区風営法における関連営業は禁止する. ･同左

･建築基準法上､センター内で建築可能なもののうち以下のものは規制する｡
･自動宣教等弘 一床面某の合計が15mlをこえる畜舎.･ー作業場の珠面系の合計が50n描 越える工場で危険性や環境を悪化させ

/-ノ~~るおそれが極めて少ない施設以外の施設○敬 ..火棄類＼石油類＼/1スなどの危険物の貯蔵＼処理の量が非常に少ない
施設以外の施設○ ･同左･都市利便施設の導入促進と配置

･幹線道路沿いの壁面後退位置を指定する. ･同左
･道路境界線より2m以上壁面を離す. ･建物前面のオ-ブンスペースの確保

⑧ 通り抜け通路
･回遊紬を構成する宅地内ベデを確保する○⑨.広場､中庭 ◆
･広場 .ポケットパーク.中庭を設ける.⑩.階段.エスれ-9-
･高低差のあるところでは＼公開の階段 .エスカレうーの設置に努める.⑪ 緑 .水.SF
･賑わいの仕授けの設置

⑩.通り沿いの高さ ･道路に画した建物の＼道路境界線から_呈上旦部分の高さを揃える.･20m又は31m (図会招) ･同左･人間的スケールでの街づくりを行う｡

⑬.高さ ･共同化 .琵境設計制度等を用いた良好な計画は＼高度地区の北側斜線の緩
和が出来るものとする.

⑯.街並みのスケール

⑬.色彩 ｡タウンセンターの統一感を持たせる基調色を設定する. ･タウンセンタ-の統一感を持たせる 基調色を設定する.･通り毎のまとまりを持たせる界隈色を設定する.

⑯.設備等の隠蔽 ･設備､物干場､ゴミ収集設備等は公共空間から見える場所に設置しない. ･ポイントカラーの使い方､禁止色の指定｡･設備､物干場､ゴミ収集設備等の隠し方のアイデア.
⑳.看板 .広告物等 ･看板 .広告物等は＼周辺の琵境に合わせたものとする. ･看板 .広告物等の設置基準 (位置＼大きさ､禁止色等)を設ける.

･笠の高い看板 .広告物等の作成.

⑯.夜間の賑わい
･店舗 .看板等のライトアップ〇･閉鎖的なシャッターの禁止

⑩.駐重場 .駐輪場の
･付置義務以上の荘重場の確保.

設置㊨.駐車場の設え方
･駐車場設置基準



I
<
'
･
J;･
･

.1
1･･

一
し
ヽ

.
1

一
㌧

t

t

-

V
I
メ

●地区計画 (地区整備計画)の内容 (塞)

92.02.27

区 分 li 全 地 区 共 通 界隈 A 界隈 B 界隈 C 界隈 D

地区施設の配置地 及び規模 1.省略 (マスタープランのとおり) iI

区整備壬_⊥モ日面 ･風営法における関連富美は禁止する〇･建築基準法上､近隣商業地域 .商業地域で建築可能なもののうち＼以下のものは禁止する〇･自動車教習所､床面系の合計が15mzをこえる畜舎.･作業場の床面系の合計が50rnt以下の工場で危険性や環境を悪化させるおそれが極めて少ない施設以外の施設.･火棄類､石油類､/ガスなどの危険物の貯蔵､処理の量J が非常に少か 施設以ク糊 毎設 ･住宅は禁止する. ! ･住宅は禁止する○

建築物の敷地面毒の最低限度 ･共同化義務街区の最低敷地規模を設定する.･共同化推進街区の最低敷地規模を設定するC 2地区共同化義務街区 1地区共同化蓑務街区 ･200m2 l･200m7
･12,684m! ･18,113m!

･200m' '200mZ l

.壁面の位置の制限 iト 幹線道路沿いの壁面後退位置を指定する〇･道路境界線より2m以上壁面を離す〇･近隣商業地域及び同地域と道路を挟んで隣接する建物は､道路境界線からAmの部分は高さ20m以下とする.｣-要挨討･上記以外の商業地域の場合､建物の道路境界線からA辺の部分の高さは31m以下とする.(参考図 参照) i l

建築物の高さの最高限度 ･近隣商業地域-...31m (共同化や市街地堤境設計制度に(共同化や市街地堤境設計制度により改良な計画を行ったものは､高度地区の北側隣地斜線を緩和できるとする｡) I I

建器物等の意匠の制限 ･建物の高層部は基調色を定め､街の統一感を創出する〇･看板 .広告物等は､周辺の堤境に配慮したものとする〇･設備 ,物干し場 .ゴミ収集設備等は､公共空間から見える場所に設置しない. 】

巨1!
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1. 敷地面積 ･間口-1

① .敷地規模

狭 小 な敷地､間 口の小さな敷地に 分割 した帆
(敷地 :建 築計画上 の敷地を指 し､土 地所有上の敷地 規模ではな い ｡ )

〔課 題】 ･狭小Ti敷地での建物の計画では､階段 ･EV等の設備が面積を取
り有効床が確保出来ずレンタブル比が上がらないため､事業的採

算が厳しくなる｡また､周りの環境に対しても､敷地周辺には空

地 ･緑地が取れないなど､fE境をより良 くすることが出采ない｡

･また､敷地の間口が小さいと､建物の出入口や重庫などによって､

間口の長さに対して店舗等の賑わい施設の面する割合が小さくな

り､娠わいの連担が創り出せない｡

･つまり､街の活気が小さくなる｡

･街区全体で見れば､限られた容積の中で賃料収入の対象となる床

をどれだけ多 く確保するかが重要な課題となるが､設備等を隣接

する建物と共有出来れば､賃貸床が確保出来､収益率が上がり､

施設周りにも余裕が生まれてくるなど､メリットが多い｡

【結 論】●敷地と建物の有効利用を図るため､建築計画の最小敷地規模を設

定する｡ (協定)

⇒ ･界隈毎の性格を考慮して､設定規模に段階性を持たせる｡

･設定のない街区があっても良い｡

●街の賑わいの連迫を確保するため､建築計画の最小間口を設定す

るC (協定)

⇒ ･出入口と1台分の駐車スペースの幅を検討し､その2倍程

度を最低間口とする.

●敷地間口に対して賑わい施設の占める割合を設定することも考え

られる｡ (協定)

⇒ ･例えばー間口の 2/3以上は賑わい施設とする､等が考えら

れる｡

【担保手法】 ･最低敷地規模 【地区計画】

･最低敷地規模､最低間口､賑わい施設間口比 【街づ くり協定】



～

1.敷地面積 ･間口-2

②.共同化

隣接敷 地との共 同 化 に よ り大 規離 床 を 輔 し､大規模集客 施設の 立 地 を図 る ｡

【課 題】･タウンセンタ-は比較的小さな換地が多く､それぞれの宅地毎の
施設建設では､広域的に集客する大規模な商業業務施設や本社機

能等を持った企業活動拠点の計画は難しい｡

･簡単に言えば､ある程度のまとまった床面積が確保出来なければ､

事業的に非常に厳しいビル計画となる｡

･小さな敷地の場合､床を確保するために敷地にゆとりを持たせた

建物の言†画が難しいためレンタブル比が低下し､街並みに対して

もオープンスペースが確保出来ないなど問題が多い午

･また､センターの隅々に采街者の回遊性を創出ためには､センタ

ー外周部の幹線道施沿いに､サフ的な集客力の高い施設が必要で

あるが､そのためにもある程度まとまった敷地規模が必要である｡

･事業的なゆとり､街並みとしてのゆとりを持たせた施設計画は､

魅力的な街を創り出していく｡

【結 論】●共同化義務街区を設定し､街の核施設計画を行う｡ く地区計画〉

⇒ ･共同化を前提とした共同化義務街区により､タウンセンタ

ーの核となる施設の立地を行進する｡

●共同化推進街区を設定し､街のサブ核施設を設けることにより､

来街着の回遊性を創出する｡ (地区計画〉

⇒･タウンセンター全体に来街者の回遊性を生み出すため､特

に幹線道路沿いに位置する敷地は､共同化により集客力の

高い施設の誘致を図る｡

【担保手法】･共同化義務街区の設定｡ 【地区言†画】
･共同化義稼街区の最低敷地規模の設定｡ 【地区計画】

･共同化推進街区の設定｡ 〔地区計画】

●共同化

四 ･･･レベル1.
共同化義務街区

(核的複合施設)

m -レベル2.
非分割義務街区

(公共公益施設用地等)

凪旺四･･･レベル3.
共同化推進街区

(共同化すべき街区)
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2.用途-3

⑤ 用途規制

タ ウ ンセント の酎 形成上好 ま し く紬 用途澗 制 す る ｡

【課 題】･タウンセンターへの施設立地は都市計画の用途地域の指定により
用途の制限を受けるが､中にはタウンセンタ-の魅力形成上阻害

要因となる用途があり､別途制限を設ける必要がある｡

･風営法に関わる営業は､夜間の街の賑わいを作り出す点では評価

出来るが､苫薫の種別によっては周辺の生活環境 .商量環境を著

しく阻害するものがある｡

･風営法で区分される関連富業､特にラブホテル､アダル トショッ

プ等は商業地域での営業が可能であり､周辺の商業環境を損なわ

ないよう規制が必要と考えられる｡

･関連営業は保護施設の周囲 200mの地域規制によって､立地可能

な区域は限られてししまうが､その限られた区域の中で立地して

しまう可能性がある｡

【結 論】 ･用途地域上制限を受けない用途のうち､以下のものは制限する｡

(地区言†画)

⇒ ･自動車教習所､床面積の合計が15mZを超える畜舎｡

･工場 (ただし､パン屋､米屋､豆腐屋､菓子屋等の食品製

造工場で一定規模以下のものは除く｡)

･火薬類､石油類､ガスなどの危険物の貯蔵､処理の量が非

常に少ない施設以外の施設｡

･風営法で区分される関連官業はタウンセンター内では禁止する｡

⇒ ･関連営業のうち3､4号営業は商業地域に立地出来るため､

地区計画等で規制する｡ 〈地区計画〉

3号営業-･ラブホテル等､4号営業-アダル トショップ等

【担保手法】･ゾーン毎の用途規制 【地区計画】

･事前協議による出店制限 【街づくり協定】
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2. 用途-4

⑥ 都市利 便 施設の 付置

建 物の 離 断 ､来 街着の利便性摘 め る 獅 利 鰯 詮を配 置す る｡

【課 題】･タウンセンターにおける種々の活動 (倣 ･有 ･学 ･住).I:伴って､
数々の公共公益施設サービスが提供される必要がある｡そのうち

でまとまった面積を必要とする施設 (区役所､病院､警察署､郵

便局､歴史博物緒､地域体育錆､区民ホール)について:ま､マス

タ-プランの土地利用言†画で､その位置と規模が設定さ71､換地

計画にも反映されている｡

･しかし､現段階においてもまだ種々の公共公益施設､サーヒス施

設が不足あるいは今後需要が顕在化すると考えられるたt)､これ

らの施設は､公共公益施設用地における複合化は勿論､民間施設

用地においても積極的な複合化を検討してゆく必要がある｡

【結 論】 ･来街者の利便性を高める都市利便施設は､積極的な導入を挨討し､

設置する場合は低層部に配置する｡

⇒ ･都市利便施設については別紙参照｡

【担保手法】 ･都市利便施設の導入促進と配置 【街つくり協定】
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6-1

3.オ ープンスペースの確保-1

⑦ 壁面後退

壁面 後 退 に よ り建 物の緬 を 翫 開 放し､人々 鴫 付 きを誘 う ｡

【課 題】･建物の外壁が連続する街は､排他的な活気のない街になる｡
･周囲が街に開放されている建物は､柔らかで温かみのある街並み

を創り出す.

･建物単体の化粧だけでなく､その周囲も人々が空しく過ごせる場

空間に仕立ててゆく必要がある｡

･建物の周辺 (外積)を人に開放する仕掛けを創り､建物への人々

の寄付きを良くする｡

･シンボル広場は､その形がそれぞれの地区のイメージを印象づけ

るものであり､それを抜取る建物の壁面は､広場を認舌鼓するうえ

で重要であるが､市街地琵境設計制度等のボーナス制度を使用す

ると空地が容積ボーナスにつながるため､前面に空地を設けられ

た場合､壁面の位置がばらばらになって､広場のシンボル性が弱

まってしまう恐れがある｡

･基本的に現在の市街地環境設計制度は､既成市街地における環境

づくりの手法であり､区画整理地区では充分な公共空間が確保さ

れているため､タウンセンターで制度を使う場合にはタウンセン

ターにあった制度であるべきと考えられる｡

･市街地環境設計制度の ｢公開空地の有効係数｣では､公開空地の

評価として､歩道用青空公開空地は2.0､歩道用非青空公開空地

は 1.2と評価されており､零祝の制度のままでは回廊は担保され

ないため､有効係数のタウンセンター版を検討する必要がある｡

･幹線道路沿いでは､マスタープランが修正されて施設の張りつき

が出来るようになったが､幹線道路の幅員構成は変更出来なかっ

たため充分な歩道幅員が無く､店舗等が張りついた場合､人々の

往来が制限され､結果として来店が少なくなることも考えられる｡

【結 論】●シンボル広場に面した施設は､2階の高さまでを4m以上壁面を

後退させ､広場を囲む回廊を創る｡ 《地区計画》

●シンボル広場に面した壁面の位置を指定し､シンボル広場の形を

崩さないようにする｡ (地区計画)

⇒ ･シンボル広場を綾取るものとして､2階の高さの回廊を広

場に面して創る｡柱は後退させない｡回廊部分の設え方の

ルールを創る｡ 《ガイド)

･市街地環境設計制度における公開空地の有効係数を港北タ

ウンセンターに見合ったものとする｡

(市街地環境設計制度､港北TC版)

ex.青空と非青空の係数を入れ換える｡
非青空の係数を青空と同じにする｡

●幹線道路沿いは建築物､工作物とも壁面を2m以上後退させる｡

(地区計画)

⇒ ･幹線道路の沿道施設のために､施設の壁面を後退させ､後

退部分は歩道と同レベルとなるよう計画する｡

･人の通過する部分は道路の歩道部分として､後退部分は回

遊性を出すテラスやデッキのように創ることも考えられる｡

●建物の前面に､人々に関放された空間を創る｡ 〈協定)

⇒ ･人々の寄付きを誘い､ワゴンセール､カフェテラス､屋外

イベント等､ショップフロントでの街の賑わいを創り出す

ため､建物前面の壁面を後退し､その空間を街に開放する｡

･開放された空間には､様々な仕掛けを配置し､発見 ･驚き

和み等､人の感性 ･感情に訴える街を形成する｡

【担保手法】･壁面線指定 【地区計画】

･公開空地の有効係数の見直し 【港北版市街地積境設計制度】

･建物前面のオープンスペースの確保 【街づくり協定】
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3.オープンスペースの確保-2

⑧ 通り抜け通路

敷 地や 建 物の 中 に 街 路を 引 き込み､回 遊 性の あ る､ 多 様 な賑 わいを 鋸 す る ｡

【課 題】 ･街の面白さは､路地の迷路性や､建物に囲まれた広場 ･中庭の空
間的魅力､歩き回るルー トの選択肢の多さなどによる､多様な形

態､複合的な意味や機能を持っていることにある｡

･タウンセンターにおいても､新しい地区の中で既存の街のような

深いひだや奥行き､発見があり､来街着のとって刺激のある街を

いかに創り出してゆくかが大き7:g課題となっている｡

【結 論】●回遊軸を構成する大規模敷地内の宅地内ペデを確保する｡
《地区言十画》

⇒ ･大規模敷地内の宅地内ぺデは回遊紬を成立させる重要なル

ー トであるため､地区計画で条件づける｡

●敷地の中､建物の中に歩行者空間を引き込み､コモンスペース､

ゆとり空間を創り出し､小さな回遊性をあちこちに創る｡ 〈協定》

⇒ ･通り抜け通路､歩廊 ･アーケー ド､ア トリウム､パッサー

ジュ等

･市街地環境設計制度における公開空地の評価を高くする｡

《市街地堤境設計制度､港北TC版》

●来街者にとって､多様な空間休額､発見のある街づ くりを行う｡

(ガイド)

⇒ ･迷路性のある空間構成の考え方､遣り方｡

【担保手法】･宅内ペデの担保 【市街地境境設計制度､港北TC版】

･宅地内通路の確保 【街づくり協定】

･宅地内通路の創り方 【街つくりガイドライン】

3.オープンスペースの確保13

⑨.広場､ポケットバーク､中庭

敷 地の柾 人 々纏 ま る 広 場を｡ そ こには人 が 座れ､ 憩 え る場所 を創 る0
【課 題】 ･街には人々の様々な活動がある｡集会､市､バザール､カーニバ

ノレ

･このよう7:5人の集まる場 ･広場には､街の活気を創り出す｡

･屋外も商業スペースの一部であるという認言鼓が面白い街づ くりに

つ7IiがっていくC

【結 論】●人が集まり､様々な活動の出来る､セミ./ヾブリック ･スペース

(半公共的空間､公開空地)を創る｡ 《協定〉

⇒ ･街角広場､ポケットパーク､中庭の設え方 《ガイド〉

●広場には､小さなたまり場と仕措けを創る｡

⇒ ･小さ7:5たまり場 《ガイド〉

-パーゴラ､高木の木蔭､四阿､路上カフェ､ベンチ｡

･小さなたまり場の仕掛け 《ガイド》

-小さな売店､新聞スタンド､屋台､ポスターボード､

ワゴンセール

【担保手法】 ･オープンスペースの容積率ボーナス 【市街地環境設ii'制度】

･広場､ボケノトバーク､中庭の計画 【街づくり協定】

･広場等の創り方 【街づくり協定 ガイドライン】



ら

遷‖

3.オープンスペースの確保-4

⑩.階段､エスカレーター等の 設 置

高低紗 苦 に な らない公開の階段 ･エ ス カレー ターの設置 に努 め る｡

【課 題】 ･タウンセンターは坂の街である｡ということは､高低差が街のあ
ちこちにあるということである｡

･公共空間の中で､必要な階段､スロープは確保されるが､これら

に隣接した敷地では､施設内のエレベーターやエスカレータ-杏

出来る限り公開として､官民一体となって来街着の利便性を考慮

する必要がある｡

【結 論】●施設内の昇降装置を公開で利用出来るように工夫する｡ (協定》
⇒ ･高低差のある2以上のレベルの歩行者空間に接する施設は､

可能な限り､施設内のエレベーターやエスカレーターを公

開使用できるようにする｡

●歩行者専用道路橋等に防護する施設においても､出来るだけこれ

らに接続して､采街者の利便性を高めるようにする｡〈協定〉

【担保手法】 ･階段､エスカレーター等設置のボーナス

3.オープンスペースの確保-5

⑪.緑､水､彫刻

オ ー プ ンスペースの あちこ ち に､賑 わ い ､ うる紬 の装 置を仕射 る｡

【課 題】 ･活気のある街には､ ｢落ち着き｣や ｢やすらぎ｣などの静的な装

置や､ ｢賑やかさJや ｢楽しさ｣のような勤的な装置が､様々な

場所に仕授けられている｡

･活気や賑わいの演出の装置は､ただ派手にするというではなく､

街並みを構成する要素としてデザインの笹が十分吟味されている

必要がある｡

【結 論】●通り全体の装置

=◇･賑わいの装置

バナー (垂れ幕一機)､輝度のある装飾照明

･やすらぎの装置

･建物ファサー ドの緑化､壁面後退により公開空地の緑化､

･修責としての緑化､

● 個々の装置

⊂〇･賑わいの装置

動くオブジェ (風や 水､太陽エネルギー等で動 く もの)

･やすらぎの装置

ベンチ､水の流れ

建物室内の植栽

【担保手法】 ･賑わいの仕掛けの設置 【街づくり協定】
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4,建物形怒15

⑩.設備等の隠蔽

設備 鵬 等 は通 りや 他の建物 か ら見 え にくいよう に 修 景す る ｡

【課 題】･建物の屋上の乱立する空調税等の設備矧 ま､都市のスカイライン､

高所からの都市景観を乱している｡

･これからの街づくりでは､建物のシルエットが創り出すスカイラ

インや､高い建物から見られた時の屋上の見せ方にも留意した計
画が求められている｡

･また､洗濯物や布団の干されたベランダが連なる道路景観は､タ

ウンセンターの都心性､フォーマル性を実現する上で大きな阻害
要因となる｡

【結 論】●建物の屋上の設備機器は街のスカイライン､上から見られた都市

景観を整えるため､目隠しやカバーで見えにくいように修景する｡

⇒ ･通風性を確保しつつ､建物のシルエットを整える工夫をす
る｡

●分電盤等の地上機器も直接目に触れないように配慮する｡ 《協定》

⇒ ･スクリーンや植栽による目隠しを施す｡

●集合住宅のベランダの見え方を工夫する｡ 《協定》

⇒ ･ベランダの手摺りには布団を干さない｡

･集合住宅等の計画に当たっては､洗濯物が通りから見えな
いよう工夫する｡

●ゴミ収集設備は歩行者系空間に面して設けないようにする｡その

他の場所でも見えないよう工夫する｡ 《協定〉

【担保手法】･設備､物干場､ゴミ収集設備等の隠蔽 【街づくり協定】



1Z_

遷円蓋

5.付属物~1

⑰.看板､広告､日除けテント

質の高い看板･広告物等は､店の個性を創り､街の個性を削出す｡

どの街を見ても

【課 題】.･看板 ･広告物等が氾濫している街は､雑多でまとまりのない街並
みとなっている｡

･各店各様の目立てば良いという考えで作られた看板 ･広告物等は､

街並み景観を混乱させる大きな要因のひとつである｡

･質の高い看板 ･広告物等は､店の個性を創り､街の個性を創り出
す｡

【結 論】●看板 ･広告物等の氾濫を制限する｡

⇒ ･屋外広告物等設置の基準を設ける｡ 《街づ くり協定》

① 屋上利用広告物-禁止｡

② 壁面利用広告物･-自家広告物に限り､面積､色彩について

基準を設け､設置可能とする｡

書面広告も壁面広告の一部とする｡

③ 袖看板､置看板･-自家広告物に限り､面積､位置､色彩に

ついて基準を設け､設置可能とする｡

④ 電柱 ･街灯広告-･禁止｡

⑤ 野立広告物 -･禁止｡

⑥ その他 -自販機道路面 (含公開空地)設置禁止｡

立看板道路面 (含公開空地)設置禁止｡

過度の点滅照明 (含ネオンサイン)禁止o

消火栓支柱､企業広告物サインの禁止｡

+日除けテントは､恨店の個性を演出するものとして､質の高いデザ
インのものとする｡

⇒ ･通りごとのデザイン指針のようなものをつくるか｡

【担保手法】 ･看板 ･広告物の大きさ､禁止材料 ･色彩 【街づ くり協定】 【桂浜市屋外広告物条例】
･質の高い看板 ･広告物の作成 【街づ くり協定】

●質の高い看板 ･広告物等を創る｡ 《協定)

① 店舗の個性を出す｡

⇒店舗の個性を出すため､ロゴタイプ､シンボルマーク､

シンボルカラーの表現されたものとする｡

② 通りの個性を出す

⇒通り毎の共通ディテールによって､通りのまとまりを演
出する.

⑨ 看板のアー ト化｡

⇒ス トリー トアー トとして､彫金､木彫など､素材と加工

技術を活かしたアーティスティックな看板を創る｡

④ エスプリのある表現

⇒街の中で､発見する禁しみの要素として､意外性のある

表萌手法の看板｡

⑤ 素材を活かしたサイン､動くサイン

⇒石､木､金属､布等の素材の特色を活かした看板 ･広告
物



1う

遷冒

5. 付属物-2

⑯.夜間の賑わい

夜の賑わい､ 夜の街並みを演踊 るための工夫紺 う .

【課 題】 ･夜臥 シャッターが締まり､明かりの消えた街には､人は来ない｡
･夜間も安全で､活気のある場所が､街には必要である｡

【結 論】●夜間も施設の活気をおもてに見せ､来街者が空しく歩けるように
する｡ (協定〉

⇒ ･パイプ式シャッターやショーウィンドウの内側シャッター

により､開放的な造りとする｡

●夜間の歩道の演出を行う｡ 〈協定〉

⇒ ･アイス トップとなる建物全体のライ ト7ップ｡

･店舗 ･看板のライトアップ｡

･早い時間に閉店する施設の夜間の店内照明｡

e夜間も安全に集える場を創る｡

⇒ ･夜間も明るく解明された敷地内広場を設ける｡

【担保手法】 ･店舗 ･看板等のライト17ノブ 【街づ くり協定】

･閉鎖的なシャッターの禁止 【街づくり協定】

6.駐車場､駐輪場-1

⑩.駐車場､駐輪場の設置

捕 者の利 便性 摘 め､ 円 滑 な 道路 利用を図 るた め駐 車 場､耕 場の付置 を図 る

【課 題】 ･タウンセンターの来街は､広域からの集客を想定しているため､

駐車場対策を十分考慮した街づくりが必要となっている｡

･マスタープランでは公的駐黄楊として約 4,500台分が確保されて

いるが､商業集積規模から考えても十分とはいえず､民間側でも

十分な駐車場規模を確保することが必要となっている｡

【結 論】●駐車場整備地区の指定による､より積極的な駐車場整備｡

⇒ ･駐車場整備地区の指定｡ 《横浜市駐車場条例)

･都市計画駐車場の整備｡

･核的複合施設への駐車場付置｡ (開発条件)

●駐車場の付置義務により､施設の床面積に応じた駐車台数を確保

する｡ 《横浜市駐車場条例》

⇒ ･横浜市駐車場条例による付置兼務台数だけでは充分な駐車

台数が確保出来ないため､重点整備エリアを定めて､条例

の基準の2倍を付置妾按とする｡ (街づくり協定)

【担保手法】 ･付置義務による駐車場確保 【横浜市駐車場条例】

･付置義務以上の駐車場確保 【街づ くり協定】





r港北NTタウンセンター開発推進協議会 第6回開発ルール部会

日時 :92.02.27(木) 10:00-12:00
於 :港北NTタウンセンター

(出席)徳江 義治部会長
守谷寿三男萎貞

大久保信正委員

金子三千男委員

内野 義宣委員

栗原 貞夫委員

小山 正妻貞

皆川 成夫委員

中山礼二郎委員

石田 横浜市 港北NT建設部事業調整係長

石毛 住都公団 港北開発局事業計画二課長

丸山 港北都市開発センター計画部次長

栗原 靖 委員 (欠席) (噴不同)

1.徳江部会長､あいさつ

･前回はルール全体の概要を説明してもらった｡今回は､各項目毎に詳細な検
討をしていただきたい｡

2.港北都市開発センター 丸山課長､ 今回の部会内容説明
･街並み景観形成計画の検討 (その3)
ルールの必要性はこれまでの勉強の中で確認出来た｡供用開始を呪んで､具
休検討をお願いしたい｡

3.山手組合計画研究所､菅

･地区計画と街づくり協定の概要について

･事前協議のための組織づくりについて

･地区計画と街づくり協定の役割分担について

･地区計画の内容にあたる項目について

4.討議

(徳江) ･絶対高さについて書かれていないれ

(管) ･絶対高さは設定していない｡

･街並みとしての統一感､他の街とTCの違いを出すため､通り沿い

の高さだけは揃えるようにすべきと考えている｡

(徳江) ･山形市で､これと同じような考え方で街づくりをしている｡

(栗原貞) ･北側斜線がさついために難しいのではないか｡

(管) ･地区計画の中で､北側斜線を外せないか｡

(石田) ･地区計画に中で最高高さを決めた場合に､北側斜線が外せる｡

(小島) ･高度地区は最高高さと北側斜線で成り立っている｡

･地区計画の中で､最高高さと北側斜線の扱いを独自に決められる｡

･北側斜線の緩和には整備水準が一定以上であるなどの基準が必要で
ある｡

(管) ･地区計画に盛り込まれていなければ､建築基準法で計画しなければ
いけない｡

･地区計画で高さが決められるが＼たとえば市街地環境設計制度で高
さを高くしたい時､どうなるか｡

(小島) ･優先されるのは地区計画である｡市街地環境設計制度を使っても､
緩和条件がなければ北側斜線はは掛かって来る｡

･規制と緩和の両方のバランスがとれている必要が高い｡
(徳江) ･100mのビルは無理なのか｡

(管) ･特定街区等を使えば出来るだろう｡今問題なのは各宅地での計画の
場合である｡

(徳江) ･地区計画で厳しくしてしまうと､将来的にルールが硬直化する可能
性が出てくるが､時代の流れに合わせて変えていけるか｡

(小島) ･超高層については､特定街区は地区計画を変更して設定するため可
能である｡

･他の都市計画決定している要素も､特定街区の区域は外されるよう

になっている｡良い計画であれば救済処置はある｡

(内野) ･地区計画と街づくり協定の2本柱でいくようだが､どのように使い
分けるのか｡

(管) ･地区計画は主に全地区にかけるため､内容は非常に絞り込んでいる｡
全ての建物で守らなければならない内容である｡

･個々の計画で良い計画を行う場合には基準法の制限を緩めていくよ
うな項目も検討したい｡

(金子) ･地区計画がかかっていても個々の計酎 ま出来る｡

(小山) ･共同化推進街区は全地区にかけられるのか｡

(小島) ･事業化促進部会の方で検討中で､場所は限られた街区となる｡

(金子) ･壁面後退を指定されている所以外のところは後退しないのか｡

(管) ･壁面後退は最低限の基準であるので､より多く後退してもらえるな
ら良い｡

(小山) ･幹線道路沿い2mの後退はきつい｡

(金子) ･道路に面した高さの制限とはどういうことか｡

(管) ･通り沿いに超高層が建たないようにすることが目的である｡
(守谷) ･容積率のボーナスはないのか｡

(小島) ･他の港北NTではボーナスは出していない｡出さないことで事業者
に説明してきた｡

･他の所より良い街づくりをしていれば緩和出来るか｡

(石田) ･基本的には容積は一定であり､良い環境づくりに貢献しているなら､
ボーナスも考慮する｡

(金子) ･環境設計制度等のルールで評価されているのは空地ばかりで､文化
化施設や公益施設を入れた時にボーナスはないのか｡

(小島) ･それは施設の内容にによって決まっている｡

(守谷) ･風営法関連で､営業時間や施設の内容は､夜間の街の賑わいを出す

ためにも､あまり厳しく規制しない方が良いと思う｡

(管) ･今規制を考えているのは､関連営業の3号と4号､ラブホテルとア
ダル トショップ等である｡

遷相



(掛工) ･地区計画の中に規制を盛り込んでも､規制出来ないのではないか｡

(石田) ･都市型ホテルのような形態をしていれば規制出来ない｡

(中川) ･ウィークリースマンションも他のところで問題になっている｡

使用目的としてラブホテル的に使われても規制出来ない｡

(小島) ･他地区での事前協議の場合でも､プランではそう分かっても､シテ

ィホテルの条件を満たすプランであれば許可せざるを得なくなる｡

(小山) ･ラブホテルが何故いけないか｡それはケパケバしいネオンや外観か
ら来るものだと思う.

･シティホテルで同じような使われ方をしても､中での使われ方まで

こちらが制限出来るものではない｡

(徳江) ･折角行 く計画等ルールを定めているのに､抜道が出来てしまうのが
心配である｡

(管) ･事前審査等の組織づ くり等地元の協力が必要となっている｡

(丸山) ･暴力団新法でも､色々な抜道を使って来るため法律と警察だけでは

暴力団を排除することはできないが､地元住民が立ち上がった所で

は拒否することが出来ている｡

(管) ･江の島でもラブホテルの計画が幾度となく出て くるが､その度に地

元が反対している｡普通のホテルの計画でも怪しいものは反対して
いる｡

(小山) ･それは事前協議としてか｡

(管) ･事前協議よりも前の段階｡

(徳江) ･地元の人が土地を持っている間は余り心配しなくていいが､第 3者

に転売されると､ルールが守られなくなっていくと思われる｡

(石田) ･地区計画では規制するものは強力な力で規制されるが､心配される

のは､内容が硬直化してしまうことだと思う｡

(徳江) ･基本的方針として､ラブホテルを規制するのは良いと思う｡

(守谷) ･シティホテルであれば､ある程度の外殻的な賓は確保される｡新横
浜のようにはしたくない｡

(小島) ･1階が店等なら上はラブホテルでもいいか｡

(大久保) ･畜舎のことが規制項目に入っているが､ペットショップやペットホ

テルは畜舎にはいるのか｡ペットホテルは最近迷惑施設になってい
るようだが｡

(小鳥) ･ペットホテル等は判断が故妙｡

(管) ･工場 ･倉庫等の項目を入れたのは､暫定利用でこれらの用途が立地

するとTCのイメージ形成上好ましくないからだ｡

(金子) ･姿材置場等も困る｡

(管) ･行 く計画では暫定利用のことまで盛り込めないから､街づ くり協定

の中で盛り込んでいくか｡

(金子) ･梁材置場があると､隣接するア ･̂- トなどで借手に嫌われる｡

(守谷) ･あまり暫定利用の制限をすると税金が払えなくなるのではないか｡

(皆川) ･工事中の巣材置場がないのは困るのではないか｡

(徳江) ･どちらの意見も正論である｡姿材置場とする場合には遮蔽板の設置

(小島) 東戸塚では､暫定利用はその都度協議して対応することになってい
る｡

(金子) ･建築行為でないものは協議のテーブルに乗ってこないのではないか｡
(管) ･街づ くり協定の中に入れ込んでおく必要がある｡

(栗原貞) ･最低敷地規模 200m'はきついのではないか｡

(小島) ･これは､共同化推進街区で設定している数字で､その他の街区では
最低敷地規模の設定は考えていない｡

･環境設計制度を使う時は 500m2以上必要となる｡事業収支の中で敷
地規模も決まってくるのではないか｡

(石毛) ･危険物取扱所の中にガソリンスタンド (GS)を含めるのか｡

(守谷) ･GSや修理工場がないと広いTCで不便ではないか｡

(金子) ･修理工場は大きなものは入れない方がいい｡

(小鳥) ･ゾーンを設定してGSの設置可能な場所と規模の検討をする｡

(石毛) ･大規模街区に設定 している通り抜け通路は､地区計画の中にいれる
のか｡

(石田) ･出入口の位置を指定するのか｡

(内野) ･位置を決めてしまうと建物の計画の自由を束縛するので､考え方だ
け盛り込む方が良いのでは｡

(徳江) ･通り抜け通路を作った場合､ボーナスはあるのか｡

(小島) ･環境設計制度の中で規定されている｡

･通り抜け通路は思想として､規定書で細かく内容をフォローしてお
く必要がある｡

･地区計画ではこのような通路は地区施設として位置づけられるが､

地区施設とすると面積や位置を明確に表示しなければいけない｡

･他の地区でまだ実例がないので､なんとも言えない｡

(小山) ･駐車場の出入口は幹線道路から取れないのか｡

(管) ･基本的に幹線道路からは取らないことにしている｡敷地的に無理な
場合は止むを得ない｡

(徳江) ･短冊上の街区は第3者が金で介入し､勝手な土地利用になる可能性

があるため､そこまでフォローしたルールが必要だ｡

(丸山) ･次回は3月10日 13:30からとする｡

二_､



●住宅配置計画の考え方 (試案) 92･07･20-Y･P･C･

ルール内容 考え方 又は MEMO

A案 ●住宅配置ゾーン一一一一一一.○世帯向け住宅配置ゾーン･戸当たり住宅規模の制限なし. 申.計画人口に関わるのは児童発生数と考えれば､児童発生のない単身者向.住宅規掛 こよるゾーン別の凄分けを行う寡 ･住居容積率 300%以下○●その他ゾーン -一一.-.○地権者用住宅+単身者向け住宅･合計住居容積率 300%以下.･地権者用住宅の面積制限なし〇･単身者向け住宅は聞取り制限 (ex.1DKまで)

又は 専有面積制限 (ex.20m2-30rnz以下)○ け住宅は街の賑わい上積極的に導入すべき｡C-.間取り制限は難しいか｡

B案.住居容積率の制限の度合いによる分類案 ●住宅配置ゾーン.--一.○住居容積率 300%･戸当たり住宅規模の制限なし○ (従来通り)●その他ゾーン 一一一一-一〇住居容積率の制限､又はフロア規制による く声.計画人口で見るとオーバーする.

･住居容積率による場合は50-100%以下｡･フロア規制による場合は1-2フロアまで. C3.規制の度合いは研究の余地あり.

C案･従来案 +住宅配置ゾ-ン一一一--.○住居容積率 300%･戸当たり住宅規模の制限なし○●その他ゾーン 一一一--○住居容積率 0%･住居系用途は認めない○ (地権者住宅含む)

D 案●世帯向け住宅の制限 ●住宅配置ゾーン---一.○絵住居容積率 (法定容積率の 3/4以下) 令.1.2階は賑わい施設とする｡

･容壌率 600%⇒450%以下.

･容積率 400%⇒300%以下○ C=.1階は賑わい施設とする.

は従来通りとするが ･世帯向け住宅容榎率 上限 300%. 中.計画人口は変更ないようにする.
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酎 臣 一タ ウン ･タ ウンセンター地区の 街づく りの ル ールの骨齢
92.03.10

街づ くり協定 (デザイン.コ一円

【街づくり協定の目的】 【街づくり協定の内容】

･街づくり協定は拘束力を持った法律ではなく､地区の人々によってつくら ●街づくり協定 (紳士協定であり､様々な内容が定められます.)

れるルールです｡ .街づくり協定の趣旨及び基本方針 .適用範囲

･より良い街づくりを目指し､一つ一つの建物がル-ルを守ることで､魅力 .建物の用途 .建物の新築 .増改築の形態

ある街をつくっていくものです. .小広場等の確保 .駐車場の整備 .確保

･また､街づくり協定のルールを補完するものとして､街づくりガイドライ .看板 .広告等の基準 .緑化の推進

ンを定め､個々の建物のヒントとなるようにします. .営業時間 等

街づ くりガイドライン ●誓言5?y慧慧冨望葦夏雲讐 宣誓誓 言妄誓言三豊.

甘 街づくり協定を法的に担保する

地区計画 街づくり協定の重要項目を法的に担保する｡

【地区計画の目的】

･タウンセンターの街づくりのルールである r街づくり協定｣の項目のう

ち､街づくりの根幹となる項目については､法的な担保力を持たせるた

め､地区計画の中で内容を定めることが出来ます｡

【地区計画で定める項目】

①地区方針

･タウンセンターを今後どのような街に育てていくのか､その基本方針

を明らかにするもので､タウンセンターの街づくりの憲法とでもいう

べきものです｡

(参地区整備計画

7.地区施設の配置及び規模

主に歩行者空間やネットワークを担保するための公開された空

地を位置づけます｡それらの位置や規模について定められます｡

ィ.建築物等の制限

･建築物と工作物の用途の制限 ･建築物の敷地面積の最低限

･壁面の位置の制限 ･建築物の高さの最高限度

･建築物の意匠の制限 ･かき又は棚の構造の制限

等について定められます｡

その他の基準･制度 品芸差違丁晶妄地区に限らない一般

基墜_ ●建築基準法､横浜市建築基準条例
･建築物.工作物に関わる最低限の基準を定める｡

●横浜市駐車場条例

･駐車場の付置義務 ･設置基準を定める｡

●横浜市屋外広告物条例

･屋外広告物の設置基準を定める｡

型慶一_ ●市街地環境設計制度
･公共的に役立つ空間を確保した場合､高さや容壌率の緩和を逮

める｡

●特定街区

･公共的に役立つ空間を確保した場合､高さ､容積等の一定の緩

和がある｡

等

旧
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●街づくり協定の内容と地区計画による担保

街づくり協定 の内容 地区計画 の内容 (街づくり協定の内容を担保するもの)

･共同化義務街区､共同化促進街区､一休的計画街区 (行政等整備街区)の

最小敷地規模を定める｡

･共同化義務街区ー共同化促進街区､一体的計画街区 (行政等整備街区)の

位置を定める｡

⑧.1階の用途

㊨.都市利便施設付置

⑦.壁面後退

㊨.通り抜け通路

⑨.広場､中庭

⑩.階段 ･エ袖レうー

也.線･水･SF

･1階には賑わい施設を立地させる｡ (住宅､倉庫等は1階に立地させない｡
非サービス系業務等を立地させる場合には通りの賑わいに留意する｡)

･住宅配置ゾーンを設定し､住宅容穣率の上限を300%とする｡
･住宅は､1階には配置しないようにする｡

タウンセンターの魅力形成上好ましくない用途は規制する｡

全地区風営法における関連営業は禁止する｡

建築基準法上､センタ-内で建築可能なもののうち以下のものは規制する｡申

営業用倉庫

自動茸教習所､床面積の合計が15mzをこえる畜舎｡

作業場の床面額の合計が50m'を越える工場で危険性や環境を悪化させ

るおそれが極めて少ない施設以外の施設｡

火薬類､石油類､ガスなどの危険物の貯蔵､処理の量が非常に少ない

施設以外の施設｡

(ガソリンスタンドは幹線道路沿いのみとする｡)

･都市利便施設の導入促進と配置

シンボル広場沿いの1･2階部分の4m壁面後退｡ (柱等は除く)

幹線道路沿いの壁面の2m後退｡

建物前面にオープンスペースを設ける｡

･回遊軸を構成する宅地内ペデを確保する｡

･歩行者動線を多様にする通り抜け通路を設ける｡

･広場 ･ポケットパーク･中庭を設ける｡

･高低差のあるところでは､公開の階段 ･エスか･づ-の設置に努める｡

･振わいの仕甜けの設置に努める｡

･共同化義務街区､共同化促進街区､一体的計画街区 (行政等整備街区)の
最小敷地規模を定める｡

共同化義務街区の位置を定める｡

共同化促進街区を設定する｡ (方針)

1階には住居を設けないようにする｡(一部地区除外の検討)

住宅配置ゾーンを設定し､住宅容積率の上限を300%とする｡

全地区風営法における関連富美は禁止する｡

建築基準法上､センター内で建築可能なもののうち以下のものは規制する｡

･営業用倉庫

･自動車教習所､床面積の合計が15mtをこえる畜舎｡

･作業場の床面積の合計が50mzを越える工場で危険性や環境を悪化させ

るおそれが極めて少ない施設以外の施設｡

･火棄類､石油類､ガスなどの危険物の貯蔵､処理の量が非常に少ない

施設以外の施設｡

(ガソリンスタンドは幹線道路沿いのみとする｡)

･シンボル広場沿いの1･2階部分の4m壁面後退｡ (柱等は除く)

･幹線道路沿いの壁面の2m後退｡

地区施設として位置づけ､回遊軸を構成する宅地内ベデを確保する｡



92.03_10

街づくり協定 の内容 地区計画 の内容 (街づくり協定の内容を担保するもの)

砂.通り沿いの高さ

⑭.街並みのスケール

⑯.設備等の隠蔽

⑩.看板 ･広告物等

@.夜間の賑わい

⑩.駐車場 ･駐輪場の

設置

⑳.駐車場の設え方

㊨.サービス用車両

道路に面した建物の､道路境界線からA旦部分の高さを肋える｡
IA案-20m (近隣商業地域及びこれと道路等を挟んで按する商業地域)

31m (上記以外の商業地域)

･B案-3階 (歩行者系道路に面した建物｡シンボル道路は除く｡)

31m (シンボル広場及び駅前広場に画した建物,シンボル道路

幹線道路に面する建物で商業地域内にある建物｡)

20m (上記以外の建物｡) (図面参照)

･建物の高さは用途 ･土地利用に見合った高さとする｡

･人間的スケールでの街づくりを行う｡

タウンセンターの統一感を持たせる基調色を設定する｡

通り毎のまとまりを持たせる界隈色を設定する｡

ポイントカラーの使い方､禁止色の指定｡

･設備､物干場､ゴミ収集設備等の隠し方のアイデア｡

･看板 ･広告物等の設置基準 (位置､大きさ､禁止色等)を設ける｡
･質の高い看板 ･広告物等を創るよう心掛ける｡

･店常 ･看板等のライトアップ｡ショーウィンドウ等の設置｡

･閉鎖的なシャッターの禁止｡

･付置義務以上の駐重場の確保｡

･大規模施設での駐輪場付置｡

･駐車場を造る時の考え方

･サービスヤード等の設け方｡

･サービス車両のアクセスコントロール｡

道路に面した建物の､道路境界線からA型部分の高さを揃える｡
･A案-20m又は31m
･B案･･･且塵､20m､31m

L-∈◇または14m

市街地環境設計制度による良好な計画については､高度地区の適用を除外

する｡

タウンセンターの統一感を持たせるため､色彩計画では周辺の環境に留意

する｡ (方針)

設備､物干場､ゴミ収集設備等は公共空間から見える場所に設置しない｡

(方針)

看板 ･広告物等は､周辺の環境に合わせたものとする｡ (方針)
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1.敷地面積 ･間口-1

①.敷地規模

削 ＼な敷地､間口の小さな敷地に分割しない｡
(敷地 :建築計画上 の敷地を指し､土地所有上の敷地規模ではない｡)

【課 題】･狭小な敷地での建物の計画では､階段 ･EV等の設備が面積を取
り有効床が確保出来ずレンタブル比が上がらないため､事業的採

算が厳しくなる｡また､周りの環境に対しても､敷地周辺には空

地 ･緑地が取れないなど､環境をより良くすることが出来ない｡

･また､敷地の間口が小さいと､建物の出入口や車庫などによって､

間口の長さに対して店等等の賑わい施設の面する割合が小さくな

り､賑わいの連迫が創り出せない｡

･つまり､街の活気が小さくなる｡

･将来的に相続等の問題で敷地の分割が行われる場合にも､敷地が

小割りにされて土地の有効利用が出来なくなるなどの問題は出来

るだけ防ぐようにしたい｡

【結 論】●敷地と建物の有効利用を図るため､建築計画 の最小敷地規模を設

定する｡ (協定〉 (地区計画)

⇒ ･共同化義務街区の位置と最小敷地規模を定める｡

･共同化促進街区の位置と最小敷地規模を定める｡

･一体的計画街区の位置と最小敷地規模を定める｡

●街の振わいの連担を確保するため､建築計画 の最小間口を設定す

る｡ く協定)

⇒ ･出入口と1台分の駐車スペースの幅を検討し､その2倍程

度を最低間口とする｡

●狭小な敷地に計画する場合は､通りに対して出来るだけ賑わい施

設を設けるようにする｡ (街づくり協定〉
⇒ ･狭小な敷地の場合の建築計画の考え方を提案する｡

【担保手法】･最低敷地規模 【街づくり協定】 【地区計画】

･最低間口 【街づくり協定】

-T4

【地区計画】●建築物の敷地面積の最低限度

･共同化義務街区 第一地区 18,112mt(1街区の面穣)

第二地区 14,943ml(1街区の面積)

･一体的計画街区 公団及び市の所有する大規模街区は切り売り

せず､一体的に計画される街区とする｡



2

1.敷 地面積 ･間口 ~ 2

②.共同化

隣 組 地と碩 同 化 によ り大規離 床を輔 し､大規模 集客施設の立地 を図る｡

【課 題】･タウンセンターは比較的小さな換地が多 く､それぞれの宅地毎の
施設建設では､広域的に集客する大規模な商業業務施設や本社機

能等を持った企業活動拠点の誘致は難しい｡

･簡単に言えば､ある程度のまとまった床面積が確保出来なければ､

事業的に有利な擾良テナントを誘致が難しいビル計画となる｡

･小さな敷地の場合､珠を確保するために敷地にゆとりを持たせた

建物の計画が難しいためレンタブル比が低下し､街並みに対して

もオープンスペースが確保出来ないなど問題も多い｡

･事業的なゆとり､街並みとしてのゆとりを持たせた施設計画は､

魅力的な街を創り出していく｡

【結 論】●共同化義務街区を設定し､街の核施設計画を行う｡

(街づくり協定〉 (地区計画)

⇒ ･共同化を前提とした共同化義務街区により､タウンセンタ

ーの核となる施設の立地を促進する｡

●共同化促進街区等を設定し､街のサブ核施設を設けることにより､

来街着の回遊性を創出する｡ く街づくり協定) (地区計画〉

⇒ ･センター全体に来街着の回遊性を生み出すため､開発拠点

地区は､共同化により集客力の高い施設の誘致を図る｡

●行政等整備街区は一体的整備街区として位置づける｡

⇒ ･市所有地及び公団所有の大規模敷地はタウンセンターにと

って有効な土地利用がなされるべき街区として､一体的な

計画を行う｡ (街づくり協定〉 (地区計画)

●その他の街区は協調した施設計画を行う｡ (街づ くり協定)

【担保手法】 ･共同化義務街区､共同化促進街区､非分割街区の位置を定める｡

【街づくり協定】 【地区計画】

･共同化義務街区､共同化促進街区､非分割街区の最小敷地規模を

定める｡ 【街づ くり協定】 【地区計画】
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2.用途-3

⑤ 用途規制

タウンセンターの魅 力形成上好 ましく な い用途 は規制す る｡

【課 題】 ･タウンセンターへの施設立地は都市計画の用途地域の指定により
用途の制限を受けるが､中にはタウンセンターの魅力形成上阻害

要因となる用途があり､別途制限を設ける必要がある｡

･風営法に関わる営業は､夜間の街の腹わいを作り出す点では評価

出来るが､営業の種別によっては周辺の生活環境 ･商業環境を著

しく阻害するものがある｡

･風営法で区分される関連営業､特にラブホテル､アダル トショッ

プ等は商業地域での営業が可能であり､周辺の商業環境を損なわ

ないよう規制が必要と考えられる｡

･関連営業は保護施設の周囲 200mの地域規制によって､立地可能

な区域は限られてししまうが､その限られた区域の中で立地して

しまう可能性がある｡

【結 論】･風営法で区分される関連営業はタウンセンター内では禁止する｡

(街づくり協定) (地区計画)

⇒ ･関連営業のうち3､4号営業は商業地域に立地出来るため､

地区計画等で規制する｡ (地区計画〉

3号営業-ラブホテル等､4号営業-アダル トショップ等

･用途地域上制限を受けない用途のうち､以下のものは制限する｡

(街づくり協定〉 く地区計画)

⇒ ･営業用倉庫

･自動車教習所､東面環の合計が15mtを超える畜舎｡

･作業場の沫面積の合計が50mIを超える向上で危険性や環境

を悪化させるおそれの極めて少ない施設､以外の施設｡

･火薬類､石油類､ガスなどの危険物の貯蔵､処理の施設｡

(ただし､貯蔵､処理の圭が非常に少ない施設は除く｡)

(ガソリンスタンドは幹線道路沿いのみとする｡)

【担保手法】･用途規制 (街づ くり協定) く地区計画)



2.用途-4

◎ 都市利便施設の付置

建 物の 低 層部 に､来街着の 利鮒 を高 め る嗣 利便般 碓 置する｡

【課 題 】 ･タ ウ ンセ ンタ ーにお ける種 々の活動 (助 ･遊 ･学 ･住 ) に伴 って､

数 々の公共公益施設 サ ー ビスが提供 され る必要 が あ る｡ その うち

で ま とま った面積 を必 要 とす る施設 (区役 所､病 院､警察署､郵

便局､歴 史博物 緒､等 ) について は､ マスター プ ラ ンの土地利用

計 画 で､ その位 置 と規模 が設定 され､換 地計画 に も反 映 されて い

る｡

･しか し､ 現 段階 にお いて もまだ種 々の公 共公益施 設､ サ ー ビス施

設 が不足 あ るい は今 後需 要 が顕在化 す る と考 え られ るため､ これ

らの施設 は､公共公益施 設用地 にお ける複 合化 は勿論､ 民間施設

用地 にお いて も積極的 な複合化 を検 討 して ゆ く必要 が あ る｡

【結 論 】 ･来 街着 の利便性 を高 め る都市利便 施設 は､積極 的 な導 入 を換討 し､

設置す る場合 は低層 部 に配 置す る｡ (街づ くり協定 )

【担保手 法 】 ･都市利便施設 の導入 促進 と配置 【街づ くり協定 】

●都市利便施設例

詣 tn.名 三 拝 施 設 名 F j=捧

@≡のA壷 先見完投故全一幸宗等老人余帝ヒカ-在宅支援サー.モス(トム～lJi-.協会)治ま食給食セガ-葬祭互詠会意行程監所a L 軽度丘巳 公公公公公公公坐 行行行行行

受(汀め基壷 忘主法 J= 公公公公公公公公公公公公公公公 竺 ifT賢∩一行行行行行行

翠タクト.ストナへ-斥-ト棚 (テTJFI117.ーr)lltZ.寿琵/玩)電蔓もクス(公有蒜亮.F.AD 氏皇二二五三氏民

fSt=rJ-加水敦み篭公是Ht,七斤 揺ここ民民早 G)コ 地区センター＼ 一 ･行.′＼.′~

一丁行行 フ~イめ義 /J.宮廷示坂 :ム ー丁

コ､才言等信長覆 氏E
冬毒喜勤班 長

箪ラしのユー壷 区aFJT行ま蒜□各諌早門学校主星行.証券 ･公･公 行行行行

㊨あく人_7の*蛋 耳栓用品穎売店簡易宥冶完投人榔 -通訳.馳 一芸弼 査L瑚 氏氏民氏氏J= 公公公公公公 iI
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3.オープンスペースの確保 - 1

⑦ 壁面後退

壁面後退によ り建 物の 前 面 を 翫 開 放 し､人 々の寄付 きを誘 う ｡

【課 題】･建物の外壁が連続する街は､排他的な活気のない街になる｡
･周囲が街に開放されている建物は､柔らかで温かみのある街並み

を創り出す｡

･建物単体の化粧だけでなく､その周囲も人々が空しく過ごせる場

空間に仕立ててゆく必要がある｡

･建物の周辺 (外様)を人に開放する仕掃けを創り､建物への人々

の寄付きを良くする｡

･シンボル広場は､その形がそれぞれの地区のイメージを印象づけ

るものであり､それを抜取る建物の蟹面は､広場を認識するうえ

で重要であるため､広場の形を活かして施設計画を行いたい｡

･幹線道路沿いでは､マスタープランが修正されて施設の張りつき

が出来るようになったが､歩道が狭く､自転車と歩行者の共存が

出来ない状況であるため､壁面後退により歩道を広く取る必要が

ある｡

【結 論】●シンボル広場に面した施設は､2階の高さまでを4m以上壁面を

後退させ､広場を囲む回廊を創る｡ (街づくり協定) (地区計画〉

⇒ ･シンボル広場を抜取るものとして､2階の高さの回廊を創

る｡回廊部分の設え方のルールを創る｡ (ガイド)

●幹線道路沿いは建築物､工作物とも壁面を2m以上後退させる｡

(街づくり協定〉 く地区計画)

⇒ ･幹線道路の沿道施設のた糾 こ､施設の壁面を後退させ､後

退部分は歩道と同レベルとなるよう計画する｡

●建物の前面に､人々に閑放された空間を創る｡ (街づくり協定)

⇒ ･ショップフロントでの街の賑わいを創り出すため､建物前

面の壁面を後退し､その空間を街に開放する｡

･閑放された空間には､様々な仕拭けを配置する｡ (ガイド)

･閑放した空間はきれいにする｡

【担保手法】･壁面後退 【街づくり協定】 【地区計画】

･建物前面のオープンスペースの確保 【街づくり協定】
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3.オープンスペースの確保-2

⑧ 通り抜け通路

敷地や 建 物の 中 に 街 路描 き込み ､固 雛 の あ る､多 様な 賑 わ い を 鋸 す る｡

【課 題】･街の面白さは､路地の迷路性や､建物に囲まれた広場 .中庭の空
間的魅力､歩き回るルー トの送択肢の多さなどによる､多様な形

態､複合的な意味や践能を持っていることにある｡

･タウンセンターにおいても､新しい地区の中で既存の街のような

深いひだや奥行き､発見があり､来街者のとって刺激のある街を

いかに創り出してゆくかが大きな課題となっている｡

【結 論】●回遊軸を梼成する大規模敷地内の宅地内ベデを確保する｡
(街づくり協定〉 (地区言†画)

⇒ ･大規模敷地内の宅地内ペデは回遊軸を成立させる重要なル

ートであるため､地区計画で条件づける｡

●敷地の中､建物の中に歩行者空間を引き込み､コモンスペース､

ゆとり空間を創り出し､小さな回遊性をあちこちに創る｡

(街づくり協定〉

⇒･通り抜け通路､歩廊 ･アーケード､ア ト7)ウム､/'1'ノサー

ジュ等

●来街着にとって､多様な空間体簸､発見のある街づくりを行う｡

(街づくり協定)

⇒ ･迷路性のある空間構成の考え方､遣り方b (ガイド〉

【担保手法】･宅内ベデの担保 【街づくり協定】 【地区計画】

･宅地内通路の確保 【街づくり協定】

･宅地内通路の創り方 【街づくりガイドライン】

3.オープンスペースの確保-3

⑨.広場､ポケットバーク､中庭

敷地 の粧 人 々の集 ま る 広場を｡ そこ に は人 が座 れ ､ 憩え る場所を創る｡

【課 題】･街には人々の様々な活動がある｡集会､市､バザール､カーニバ
ノレ

･このような人の集まる場 ･広場には､街の活気を創り出す｡

･屋外も商業スペースの一部であるという認識が面白い街づくりに

つながっていく｡

【結 論】●人が集まり､様々な活動の出来る､セミ･パブリック･スペース

(半公共的空間､公開空地)を創る｡ (街づくり協定)

⇒ ･街角広場､ポケットパーク､中庭の設え方 (ガイド)

●広場には､小さなたまり場と仕掛けを創る｡ (街づくり協定〉

⇒ ･小さなたまり場 (ガイド)

-パーゴラ､高木の木蔭､四阿(封か)､路上カフェ､

ベンチo

･小さなたまり場の仕掛け (ガイド〉

-小さな売店､新聞スタンド､屋台､ポスターボード､

ワゴンセール

●公開空間のケアは､それぞれの施設が行う｡

⇒ ･自分の豪の前をきれいにするのは､街で生活するルールの

基本として最低限のルールである｡

･街に来てくれる人々に対して､気持ち良く散策してもらえ

るようにすることは大切である｡

【担保手法】･オープンスペースの容積率ボーナス 【市街地環境設計制度】

･広場､ポケットパーク､中庭の計画 【街づくり協定】

･広場等の創り方 【街づくり協定 ガイドライン】

7-1
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3.オープンスペースの確保-4

⑩.階段､エスカレーター等の設置

高 低 差 が 苦 にな ら な い公 開の階 段･エ ス カレー ターの設置 に努め る｡

【課 題】 ･タウンセンターは坂の街である｡ということは､高低差が街のあ

ちこちにあるということである｡

･公共空間の中で､必要な階段､スロープは確保されるが､これら

に供接 した敷地では､施設内のエレベーターやエスカレーターを

出来る限り公開として､官民一体となって来街者の利便性を考慮

する必要がある｡

【結 論】●施設内の昇降装置を公開で利用出来るように工夫する｡ (協定)

⇒ ･高低差のある2個所以上のレベルの歩行者空間に接する施

設は､可能な限り､施設内のエレベーターやエスカレータ

ーを公開使用できるようにする｡

●歩行者専用道路橋等に隣珪する施設においても､出来るだけこれ

らに接続して､来街着の利便性を高めるようにする｡ く協定〉

⇒ ･特に､高齢者､身障者にとって使いやすい､優しい街づ く

りは､これからの街づくりの根幹となっていくだろう｡

【担保手法】 ･階段､エスカレーター等の設置 【街づ くり協定】

3.オープンスペースの確保-5

⑯.緑､水､彫刻

オープ ンスペ ー スの あ ち こち に ､賑 わ い､う る紬 の装置を任 削 る｡

【課 題】 ･活気のある街には､ r落ち着き｣や ｢やすらぎ｣などの静的な装

置や､ ｢賑やかさ｣や ｢空しさ｣のような勤的な装置が､様々な

場所に仕甜けられている｡

･活気や賑わいの演出の装置は､ただ派手にするというではなく､

街並みを構成する要素としてデザインの質が十分吟味されている

必要がある｡

【結 論】●通り全体の装置 (ガイド)

⇒ ･振わいの装置

バナー (垂れ藁､職)､輝度のある装飾照明

･やすらぎの装置

･建物ファサー ドの緑化､壁面後退により公開空地の緑化､

･修票としての緑化､

● 個 の々装置 (ガイド〉

⇒･賑わいの装置

動 くオブジェ (風や水､太陽エネル ギー等で動 くもの)

･やすちぎの装置

ベンチ､水の流れ

建物室内の植栽

【担保手法】 ･賑わいの仕掛 ナの設置 【街づ くり協定】
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5.付属物~1

⑳.看板､広告､日除けテント

質の高い看板･広告物等は､店の酢を創れ街の酢を酌出す｡
どの街を見ても

【課 題】･看板 ･広告物等が氾濫している街は､雑多でまとまりのない街並
みとなっている｡

･各店各様の目立てば良いという考えで作られた看板 ･広告物等は､

街並み景観を混乱させる大きな要因のひとつである｡

･質の高い看板 ･広告物等は､店の個性を創り､街の価性を創り出

す｡

【結 論】●看板 ･広告物等の氾濫を制限する｡

⇒ ･屋外広告物等設置の基準を設ける｡ く街づくり協定〉

① 屋上利用広告物･･･禁止｡港北ニュータウン内は原則､設置

が認められていない｡

② 壁面利用広告物･-自家広告物に限り､面積､色彩について

基準を設け､設置可能とする｡

憲面広告も壁面広告の一部とする｡

③ 袖看板､置看板-自家広告物に取り､面凄､位置､色彩に

ついて基準を設け､設置可能とする｡

(ネオン付着板等は夜間に限り基準を設け

ないことも検討される｡)

④ 電柱 ･街灯広告-･禁止｡

⑤ 野立広告物 -禁止｡空き地等を利用し､幹線道路沿い

等に立てる大型広告物は禁止｡

⑥ その他 ･･･自販機道路面 (含公開空地)設置禁止｡

立看板道路面 (含公開空地)設置禁止｡

過度の点滅照明 (含ネオンサイン)禁止｡

消火栓支柱､企業広告物サインの禁止｡

●日除けテントは､佃店の個性を演出するものとして､葉の高いデ

ザインのものとする｡

⇒ ･通りごとのデザイン指針のようなものをつくる｡

･通りごとの個性を演出する道具として利用する｡

●質の高い看板 ･広告物等を創る｡ く協定〉

① 店舗の個性を出す｡

⇒店舗の個性を出すため､ロゴタイプ､シンボルマーク､

シンボルカラーの表現されたものとする｡

(参 通りの個性を出す

⇒通り毎の共通ディテールによって､通りのまとまりを演

出する｡

⑧ 看板のアー ト化｡

⇒ス トリー トアー トとして､彫金､木彫など､素材と加工

技術を活かしたアーティスティックな看板を創る｡

@ エスプリのある表現

⇒街の中で､発見する 棄 しみの要素として､意外性のある

表現手法の看板｡

⑤ 素材を活かしたサイン､動くサイン

⇒石､木､金属､布等の素材の特色を活かした看板 ･広告

物

【担保手法】･看板 ･広告物等は周辺環境と合わせる｡ 【地区計画】

･看板 ･広告物の大きさ､禁止材料 ･色彩

【街づくり協定】 【横浜市屋外広告物条例】

･質の高い看板 ･広告物の作成 【ガイドライン】
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5,付履物~2･

⑱.夜間の賑わい

夜の賑わい､夜の街並みを削するための工夫紺う｡

【課 題】 ･夜間､シャッターが締まり､明かりの消えた街には､人は来ない｡
･夜間も安全で､活気のある場所が､街には必要である｡

【結 論】●夜間も施設の活気をおもてに見せ､来街者が菓しく歩けるように
する｡ (街づくり協定〉

⇒ ･パイプ式シャッターやショーウィンドウの内側シャッター

により､開放的な造りとする｡ くガイド〉

●夜間の歩道の演出を行う｡ く協定)

⇒ ･アイス トノブとなる建物全体のライトアップ｡ くガイド)

･店請 ･看板のライト7ップ｡ (ガイド〉

･早い時間に閉店する施設の夜間の店内照明｡或いは､ショ

ーウィンドウの設置｡ (ガイド)

●夜間も安全に集える場を創る｡ (街づくり協定)

⇒ ･夜間も明るく照明された敷地内広場を設ける｡ (ガイド〉

【担保手法】･店請 ･看板等のライトアップ 【街づ くり協定】

･閉鎖的なシャッターの禁止 【街づくり協定】

6.駐喜場､駐輪場-1

⑩.駐車場､駐輪場の設置

来 街着の利 離 ､ 円滑 な 道 馴 用 編 め るた め 駐 車場､捕 場の付置 を図 る ｡■

【課 題】 ･タウンセンターへの来街は､広域からの集客を憩定しているため､

駐車場対策を十分考慮した街づくりが必要となっている｡

･マスタープランでは公的駐車場が計画されているが､民間側でも

十分な駐車場規模を確保することが必要となっている｡

【結 論】●駐車場整備地区の指定による､より積極的な駐喜場整備｡

⇒ ･駐車場整備地区の指定｡ く横浜市駐車場条例〉

●駐車場の付置義務により､施設の床面積に応じた駐車台数を確保

する｡ (桂浜市駐車場条例)

⇒ ･横浜市駐章場条例による付置義務台数だけでは充分な駐車

台数が確保出来ないため､施設規模に応じて条例の基準の

2倍程度を目処に付置を条件づける｡ (街づ くり協定)

●大規模な施設計画を行う場合､用途に応じて駐輪場を付置する｡

(街づくり協定〉

⇒ ･駐輪場を付置しなければならない施設の用途と規模､及び

位置等の付置の基準について検討する｡

【担保手法】 ･付置義務による駐車場確保 【横浜市駐車場条例】

･付置義務以上の駐車場確保 【街づくり協定】
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｢ ｢ J港北NTタウンセンター開発推進協議会 第 7回開発ル-ル部会

日時 ;92.03.10(木) 13:30-16ニ30
於 :港北都市開発センター

(出席)徳江 義治部会長

守谷寿三男委員

内野 義宣委員

栗原 貞夫委員

小山 正妻貞

栗原 靖 委員

皆川 成夫委員

平野 泰二委員

中山礼二郎委員

中村 横浜市 港北NT建設部部長

石田 横浜市 港北NT建設部事業管理棟係長

石毛 住都公Eil港北開発局事業計画二謀課長

高松 住都公団 港北開発局事業計画二課係長

丸山 港北都市開発センター計画部次長

(欠席)金子三千男委員 大久保信正委員

1.徳江部会長､あいさつ

･今回は､前B]配られた協定の内容の宿題を中心に議論をお願いしたい.

2.港北都市開発センター 丸山課長､ 今回の部会内容説明

･街並み景観形成計画の検討 (その4)
前回は地区計画が中心であったので､今回はもう一度ルールの中心である街

づくり協定全体について御議論をお願いします｡

3.山手組合言†画研究所､菅

.前回の説明で街づくり協定と地区計画の関係について誤解があったようなの

で､街づくり協定がルールの中心となるものであることを確認したい｡

･地区計画は街づくり協定を担保する手法の一つである｡

｡街づくり協定の項目について説明

4.討議

(丸山) ･前回議論について､もう一度整理してお出しした｡

･重要な内容なので繰り返し議論頂きたい｡

(徳江) ･自由に議論してください｡

(守谷) .⑫通り沿いの高さについて｡共同化義務街区で企業から提案が出さ

れたが､31mを超えているものもあった｡折角の提案が無駄になら

ないように配慮してもらいたい｡

(管) ･31mというのは絶対高さでは無いことを確譲したい｡

･4mさがれば､高さは地区計画で絶対高さを決めればその高さまで

自由に建てられる｡

(内野) ･高さを揃えることは､良い街並みを創る上で大切だとは思うが､街

の賑わいに絶対的に寄与するものなのか｡メリットと同時にデメリ

ットも大きい場合もある｡

･⑦壁面後退でも､幹線道路の2m後退は､幹線道路側を裏側として

計画すると､表裏両方に壁面後退が生じ､建蔽率が低くなってしま

(管)

1

う問題もある｡

オープンスペースの取り方は､一律の基準ではなく､建物毎にそれ
ぞれ工夫されるべきものだ｡

･用途や規模でも変わってくる｡

･細目を決める必要がない項目ではないか｡

(穂江) ･内野委員の提案は採算性の問題だろう｡

･皆でルールを決めているが､ルールを守って計画した場合に市の側
も緩和等のアメを出してもらわなければいけない｡

･誘導するようにやってもらいたい｡

･通り抜け通路は､個人的にはどんどんやってもらいたい｡

(管) ･市街地環境設計制度では､これらのスペースに対して容積率のボー
ナスを行っている｡

･タウンセンター独自のボーナス制度を造るのは難しいが､市街地環
境設計制度が取敢えず､今現在ある｡

･500mz以上の換地の地権者は単独で出来るが､それ未満の地権者は
共同化する必要がある｡

(徳江) ･⑩夜間の賑わいについて.信号付近のネオンは､非常に信号を見に

くくするため制限する必要があるのではないか｡知っている人はい

いが､初めての人は分からないことがある｡

(丸山) ･信号は原色であるので､色彩計画で原色は使用しないよう規制出来
る｡

(徳江) ･警察で何か意見があるのではないか｡

(丸山) ･屋外広告物条例でも規定している｡

(石田) ･看板 ･広告物の項目の中に盛り込まれる｡

(徳江) ･警察と協議して欲しい｡

(皆川) ･⑰看板について｡大きさや面積は建物の大きさによって変わるのか0

(丸山) ･屋外広告物条例で決められている｡

(皆川) ･中川駅前にあるビルでは､大きさが決められた袖看板を更に細分化

して店子に貸そうしているが､小さすぎると文句が出ている｡

･今は窓の張紙や､裏の壁に布の広告を出している｡新しい看板が出

来た時はこれらを撤去してもらうよう言ってあるが､基準が厳しい
のも考えものだ｡

･丸棒のシャッターを使っているが､ガラスを割られる恐れがあるか
ら保険に入った.

(管) ･建物の高さ以上には設置出来ない｡道路レベルからも一定以上の高

さで設けなければいけない｡

(内野) ･④住宅のついて｡住宅配置ゾーンということで計画できる区域が指

定されているが､禁止されている地権者にとっては抵抗があるので

はないか｡

(管) ･ゾーン外の民地はシンボル広場廻りと駅前広場廻りだけである｡土

地利用 ･立地条件上､立地しないだろうし､立地させたくない街区
と判断した｡

仁3
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(守谷) ･従前の住宅配分計画があったのではないか｡

(管) ･人口配分は1万人と決められている｡マスタープランでの設定より

も広 く設定したもので提案している｡

(内野) ･②共同化について｡共同化促進街区の色塗りの部分は地権者を集め

て一緒に検討を進めるべきだろう｡

(石田) ･市もこのTCに土地を持っているが､地権者としてはあまり規制が

多 くない方がよい｡

･市有地は一体的整備街区として位置づけられているが､建物はいく

つかに分けられても､将来的にまとまりを持った土地利用であれば

いいと判断している｡

(皆川) ･共同化促進街区になっている街区は､地権者と共同化についての合

意が得られているのか｡

･私の入っている街区も共同化の提案をしたが､反対されてだめだっ

た｡

(石田) ･共同化促進街区は共同化を努力目標として考える街区である｡

(守谷) ･⑯設備等の隠蔽についてOゴミ収集場所を分かりにくくすると清棉

局は困るのではないか｡

(中山) ･共同溝を整備して､ゴミをそこに入れれば自動的に回収されるよう

なシステムは出来ないのか｡

(皆川) ･中川のビルでは敷地の端にゴミ収集場所を作ったが､今は駐車場と

して利用したほうが良かったと思っている｡

･通り抜け通路も設けているが､夜中は閉めている.駅からの客の通

り道になっているようだoLかし､通路のスペースは賃貸床になら

ないためきつい｡

(栗原靖) ･人の流れが出来ることが大切ではないか｡

･協定には､協定の目的や精神を書 く､前書きや後書きはないのか｡

(丸山) ･協定書には特に決められたスタイルはない｡中身が肝心だ｡

(栗原靖) ･柔らかく書かれた協定と､それを締める後書きがいるのではないか｡

(石田) ･MM21の街づ くり協定でも､目的､基本方針､等の内容が前半に書

かれている｡

(内野) ･敷地規模､共同化､用途規制等については地区計画で規制すべきだ

が､部会長が言われたように､地区計画で一度決めてしまうと変更

が難しいため､硬直化しないよう項目を絞り込む必要がある｡

･世の中がダイナミックに動いている中で､ルールも時代に合わせて

変化していけるものでなければいけない｡

(管) ･こちらでも､そのように考えている｡

(内野) ･以前の検討でも､地区計画で細かく規定しすぎてまとまらなかった

と聞いている｡今回は柔軟な対応が出来るよう最低限の項目にして

おくべきと考える｡

(徳江) ･地区計画､街づ くり協定には市も入るのか｡

(丸山) ･当然､市も加わる｡

(石田) ･地権者の立場では､市も同じ土俵に立っている｡

(徳江)

2

別の地区で､市が消防施設用地を勝手に変更して､地元地権者には

一言も連絡がなかった事があった｡その時には一緒にルールを守る
という意識がなかった｡

･大蔵省もルールを嫌がるという話しを聞いた｡

(丸山) ･新本牧地区では大蔵省の土地が入っていたが､協力してもらってい

る｡

(石田) ･市の施設も協定に従う｡現在､建設中あるいは計画の最終段階の言十

画があるが､どちらにも協力をお願いしている｡

･変更が出来る計画については従えるが､ルール策定中に既に建設が

進んでしまっていた駅舎については対応出来ない場合が生じてしま

った｡

(守谷) ･⑨広場について｡小さい街区の場合､共同化でもしない限り難しい｡

(管) ･これは努力目標やアイデアを示しているもので､必ずやらなければ

ならないものではない｡

(守谷) ･⑰屋上広告について｡規制するのはどうか｡

･現に､NTのあちこちに屋上広告が出ている｡

(嶋田) ･NTでの指導項目として屋上広告物の項目がある.

･壁面の広告物を認めたため､ペントハウスを高 くして､屋上広告塔

のようにしている状況である｡

(守谷) .屋上広告は目標物として有効である.信号色は避けた方がいいが､

それも袖看板に限った問題だろう｡昔の銀座のように名物になる位

のものを作ればいいのではないか｡

(丸山) ･屋外広告物法で､東名や第3京浜では両側何mはネオン広告等を規

制している｡

(管) ･次回､市や県の条例､市内の他の行 くでの広告物の規制を整理 して

お見せする｡

(内野) ･広告も時代の流れもあるので､余り決めつけない方がよい内容だと

思う｡

(管) ･今は比較的ハデな広告は少なくなっている｡

(守谷) ･⑯設備の隠蔽について｡出来るだけ厳密に規制 したい｡

･⑩駐車場､駐輪場の付置について｡これも､駐茸場条例の付置義務

よりも多 くする方向で検討したいO

(中山) ･公共駐車場の近 くの人は､それを利用出来るメリットがあるが､そ

うでない人との差は付けないようにすべき｡

(内野) ･条例等の基準より厳 しい基準を設けるのは難しいのではないか｡

(守谷) ･行政で道路地下に駐車場を整備し､床面積に応じて買うことが出来

るようにするのはどうか｡

(丸山) ･公共駐車場はフリーの車を対象にしている｡月極め等の使い方は馴
染まない｡

(平野) ･シンボル広場の地下に駐車場を入れて欲しい｡

･小机のグラウンドの整備では､その下を全て駐車場で整備している｡

･公共駐車場はなるべく便利な場所に欲しい｡

旧覇等
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いう結果が出ている｡

(石毛) ･シンボル広場の地下は大部分が地下鉄に取られていて､有効利用 し
にくい状態である｡

(高松) ･公共空間の重層利用という点では､駅前広場の地下利用を行うなど
市内でも進んでいる｡

(徳江) ･個人で駐車場を整備するのは負担が大きい｡

(高松) ･地下駐車場とは別に約 500台づつの公共駐車場の計画が行われてい
る｡

(平野) ･市の方でも頑張って欲しい｡

(守谷) ･人頼みでなく､自分でもしっかり確保しなければいけない｡

(内野) ･民活でも公共駐車場を整備していくべき｡市でも補助等があるので
は｡

(丸山) ･採算性が低いため事業的には大変だろう｡

(徳江) .駐車場整備する人には､固定姿産税の減免等を市は検討すべき｡

･砂利数の10%の助成で王ま､殆ど役に立たない｡

(丸山) ･次回以降は今日議論していただいた内容を細かく検討したい｡

(石田) ･暫定利用の内容について考えたい｡

･既に施設計画の話が出ている｡これから増えてくると思われるが､

どう対処していったらいいのかも検討したい｡

･ルールの運営方法についても検討したい｡

(管) ･協定の細目について､次回検討いただきたい｡

･スケジュールはどうなっているか｡

(石田) ･意見のまとまりが見えた段階で協議会に上げて検討してもらえるよ

うにしたい｡その後､地元のブロック会議で承認してもらいたい｡

･一応､年度末を目処に考えていたが､議論を深めたいので特にこだ
わらない｡

(丸山) ･次回は3月24日 10:00からとしたい｡
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港北ニュータウン･タウンセンター開発推進協議会

第8回 開発ルール部会

目 次 1.議事次第

2･部会室料 ●街並景観形成計画の検討 (その5)
･街づくりのルールの必要性

･街づくりのルールの骨組み

･街づくりのデザイン･コード

3.議事録

｡街づくり協定の内容と地区計画による担保

.デザイン･コード解説梁料①～⑬

平 成 4 年 3月 24日
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掴ま21楳プラン

勝の責婿恥 にふさわしい

妊停
泊立型の都市をめざす)

触酢 の馳

多機能複合に基づく広域

'言∴ 一二 :-:

駿 の範心性と自然性を

替えたセンターの形成

軒生豊かで自己主張を持

つセンターの形成

●高菜 ･業務の開発戦時

澗柵 の考え方

･広域集客が可能な商董環境を活かす

･業務機能立地の可能性を拡げる｡

･街として広域的な価性を持たせる｡

凸

欄発軌状の護

･広域的な集客構造の構築がポイント

･共同化 ･協調化開発による一体的な

街づくりが必要

･個々の敷地 ･建物が魅力を充分発揮

する､個性のある街の形成が重要｡

●開発ルールの目的

偶 発ルールの頗性

･商業集積の魅力を高める

･来街の交通条件を向上させる

･業務機能集積を誘導する

･多機能複合都市を実現する

･多様な都市空間を創造する

S
･魅力ある街を創るために都市

をデザインするルール

･街を構成する個々の建物が魅

力を発捧するためのデザイン

の考え方｡

0タウンセンター･マスタープラン

･造蘭画 ･土酬 用ゾーニング

･醐 造頂 諾 意 ●用途 儲

●開発ルールの視点

伐に頗な幌を疑する

ために

･土地利用ゾーニング

･公共公益施設計画

C# 彩な析 珊により､

利鮒 と酎 編めるために

･坂の街である地形を活かした

景観構成｡

･シンボル空間の積極的な演出

自然と都市景観の融合を図る

0斯きの深い､街の捉

堺馳)わくるために

･都市軸と回遊軸を骨格として

よりこまやかな回瀞生を創る

･深いひだ､奥行き､発見のあ

る街を創出する｡

√･l

●街づくりルール

ルールシート

①.敷地規模

(参.共同化

⑧ . 1階の用途

④.住宅

⑤.用途規制

⑥.都市利便施設の付置

0.壁面後退

⑧.通り抜け通路

⑨.広場､砂州1'ゥ ､中庭

⑩.階段､エ劫レサー等の設置

⑪.緑､水､彫刻
⑩.通り沿いの高さの最高限度

⑬ 高さの最低限度

⑭.街並みのスケール

⑮.色彩

⑯.設備の隠蔽

⑰.看板 ･広告 ･日除けテント

(軌 夜間の賑わい

⑩.駐車場 ･駐輪場の設置

⑳.駐車場の設え方

⑪.サービス用車両の処置

内容 リレール

･三唱

･結論

･イメージ写真､スケッチ

･関連項目､担保手法
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距 - タ ウ ン ･タ ウ ンセ ン ター地 区の酢 く り ルー ルの 骨組み

街づ くり協定 (デザイン･コード)

【街づくり協定の目的】

･街づくり協定は拘束力を持った法律ではなく､地区の人々によってつくら
れるルールです｡

･より良い街づくりを目指し､一つ一つの建物がルールを守ることで､魅力
ある街をつくっていくものです｡

･また､街づくり協定のルールを補完するものとして､街づくりガイドライ
ンを定め､個々の建物のヒントとなるようにします｡

【街づくり協定の内容】

●街づくり協定 (紳士協定であり､様々な内容が定められます｡)
･街づくり協定の趣旨及び基本方針 ･適用範囲
建物の用途

小広場等の確保

看板 ･広告等の基準
営業時間

建物の新築 ･増改築の形態
駐車場の整備 ･確保

緑化の推進

等

廿 街づくり協定を担保するもの｡

事前協議

【事前協議の目的】
･タウンセンターで計画される建物等の計画が､街づくり協

定の内容 ･主旨に沿った計画であるかを協議し､より良い

街づくりを行っていくための調整の場を設けます｡

【事前協議の進め方】

1.企画立案段階での街づくり協定の内容の説明｡

2.用途や共同化など地区レベルの街づくり協議｡

31.景観 ･デザインなど建物レベルの街づくり協議｡

【組織づくり】
｡地元地権者代表､関係行政機関 (横浜市､住都公臥 港北

都市開発センター等)､学識経験者､専門家等による組織

づくりが必要です｡

･通常の対応は関係行政税関が行います｡

地区計画 街づくり協定の重要項目を法的に担保する｡

【地区計画の目的】

･タウンセンターの街づくりのルールである r街づくり協定｣の項目のうち､街づくりの

根幹となる項目については､法的な担保力を持たせるため､地区計画の中で内容を定め
ることが出来ます｡

その他の基準･制度 品芸差違r晶妄地区に限らない~般

基準_ ●建築基準法､横浜市建築基準条例
･建築物.工作物に関わる最低限の基準を定める｡

●横浜市駐車場条例

･駐車場の付置義務 ･設置基準を定める｡

●横浜市屋外広告物条例
･屋外広告物の設置基準を定める｡

臥 ●市街地環境設計制度
･公共的に役立つ空間を確保した場合､高さや容環率の緩和を認める｡

●特定街区

･公共的に役立つ空間を確保した場合､高さ､容積等の一定の緩和がある｡
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＼ 街 づ く り の デ ザ イ ン ･コ ー ド

1.敷地面積･間口

Ll

隣接敷地との共同化により､大規模な味を供給し､

大規模集客施設の立地を図る｡

街の賑わいを形成するため､施設の1階には賑わ

い施設を立地させる｡

タウンセンターの魅力形成上好ましくない用途は

規制する｡

都市利便施設の付置

建物の低層部に､来街着の利便性を高める都市利

便施設を配置する｡

3.オープンスペースの確保

壁面後退により建物の前面を街に関放し､人々の

寄付きと誘う｡

通り抜け通路

敷地や建物の中に街路を引き込み､回遊性のある､
多様な振わいを演出する｡

広場､ポケットパーク､中庭

敷地に中に人の集まる広場を｡そこには人が座れ､

憩える蟻を創る｡

.階段 ･エスカレーター等の設置

高低差が苦にならない､公開の階段 ･エスカレー

ターの設置に努める｡

⑪.緑 ･水 ･彫刻

オープンスペースのあちこちに､賑わい､うるお

いのある装置を仕掛ける｡

4.建物形態

通り沿いの高さの最高限度

建物の､歩行者空間の面する部分の高さを整える｡

(スカイラインを整える｡)

.高さの最低限度

土地の高度利用を図り､街の都市的な賑わい､街

並みの美観を創る｡

.街並みのスケール

建物の道路に面 した部分 (ファサー ド)は人のス

ケールに合わせてデザインする｡

Y.P.C.-92.03.24

タウンセンター全体の基調色を設定し､統一感の
ある街並みを創り出す｡

.設備の隠蔽

5

設備械器は通りや他の建物から見えにくくなるよ

う工夫する｡

看板 ･広告 ･日除けテント

質の高い看板 ･広告物等は､店の個性を創り､街

の価性を創り出す｡

.夜間の賑わい

夜の賑わい､夜の街並みを演出するための工夫を

行う｡

6.駐車場 .駐輪場

駐車場 ･駐輪場の設置

来街者の利便性を高め､円滑な道路利用を図るた

め､駐車場 ･駐輪場の付置を図る｡

.駐車場の設え方

駐車場は利用し易さ､街の賑わいに寄与するよう

計画する｡

.サービス用車両の処置

サービス用車両の出入口は､歩行者の安全､円滑

な道路利用を阻書しない｡
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●街づくり協定の内容と地区計画による担保

街づくり協定 の内容 地区計画 の内容 (街づくり協定の内容を担保するもの)

｡共同化兼務街区､共同化促進街区､一体的計画街区 (行政等整備街区)の

最小敷地規模を定める｡

'共同化義務街区､共同化促進街区､一体的計画街区 (行政等整備街区)の

位置を定める｡

⑧.1階の用途

㊨.都市利便施設付置

⑦.壁面後退

⑧.通り抜け通路

⑨.広場､中庭

⑩.階段 ･エスか･うー

⑪.緑 ･水･SF

1階には賑わい施設を立地させる｡(住宅､倉庫等は1階に立地させない｡
非サービス系業務等を立地させる場合には通りの娠わいに留意する｡)

･住宅配置ゾーンを設定し､住宅容積率の上限を300%とする｡
･住宅は､1階には配置しないようにする｡

タウンセンターの魅力形成上好ましくない用途は規制する｡

全地区風営法における関連営業は禁止する｡

建築基準法上､センター内で建築可能なもののうち以下のものは規制する｡C-

営業用倉庫

自動車教習所､床面積の合計が15mLをこえる畜舎｡

作業場の沫面系の合計が50mtを越える工場で危険性や環境を悪化させ

るおそれが極めて少ない施設以外の施設｡

火薬類､石油類､ガスなどの危険物の貯蔵､処理の童が非常に少ない

施設以外の施設｡

(ガソリンスタンドは幹線道路沿いのみとする｡)

･都市利便施設の導入促進と配置

シンボル広場沿いの1･2階部分の4m壁面後退｡ (柱等は除く)

幹線道路沿いの壁面の2m後退｡

建物前面にオープンスペースを設ける｡

･回遊軸を構成する宅地内ベデを確保する｡

･歩行者動線を多様にする通り抜け通路を設ける｡

･広場 ･ポケットパーク･中庭を設ける｡

･高低差のあるところでは､公開の階段 ･エスカレうーの設置に努める｡

･娠わいの仕掛けの設置に努める｡

･共同化兼務街区､共同化促進街区､一体的計画街区 (行政等整備街区)の
最小敷地規模を定める｡

共同化義務街区の位置を定める｡

共同化促進街区を設定する｡ 〈方針〉

1階には住居を設けないようにする｡(一部地区除外の検討)

住宅配置ゾーンを設定し､住宅容積率の上限を300%とする｡

全地区風営法における関連営業は禁止する｡

建築基準法上､センター内で建築可能なもののうち以下のものは規制する｡

･営業用倉庫

･自動車教習所､床面積の合計が15nfをこえる畜舎｡

･作業場の沫面系の合計が50mZを越える工場で危険性や環境を悪化させ

るおそれが極めて少ない施設以外の施設｡

･火薬類､石油類､ガスなどの危険物の貯蔵､処理の圭が非常に少ない

施設以外の施設｡

(ガソリンスタンドは幹線道路沿いのみとする｡)

･シンボル広域沿いの1･2階部分の4m壁面後退｡ (柱等は除く)

･幹線道路沿いの壁面の2m後退｡

地区施設として位置づけ､回遊軸を構成する宅地内ペデを確保する｡



一 一 ｢ ｢ ~T

街づ くり協定 の内容 地区計画 の内容 (街づ くり協定の内容を担保するもの)

⑳.通り沿いの高さ

⑯.街並みのスケール

⑯.設備等の隠蔽

⑰.看板･広告物等

⑩.夜間の賑わい

⑩.駐車場 ･駐輪場の

設置

㊨.駐車場の設え方

㊨.サービス用車両

道路に面 した建物の､道路境界線か らA型部分の高さを揃える｡

･A案-20m (近隣商業地域及びこれと連絡等を挟んで接する商業地域)

31m (上記以外の商業地域)

･B案-3階 (歩行者系道路に画 した建物｡ シンボル道路は除 く｡)

31m (シンボル広場及び駅前広場に面 した建物, シンボル道路

幹線道路に面する建物で商業地域内にある建物｡)

20m (上記以外の建物｡) (図面参照)

･建物の高さは用途 ･土地利用に見合 った高さとする｡

･人間的スケールでの街づ くりを行 う｡

タウンセンターの統一感を持たせる基調色を設定する｡

通 り毎のまとまりを持たせる界隈色を設定する｡

ポイン トカラーの使い方､禁止色の指定｡

･設備､物干場､ゴミ収集設備等の隠 し方のアイデア｡

･看板･広告物等の設置基準(位置､大きさ､禁止色等)を設ける｡
･梁の高い看板 ･広告物等を創るよう心緒ける｡

･店舗 ･看板等のライ トアップ｡ ショーウィンドウ等の設置｡

･閉鎖的なシャッターの禁止｡

･付置義務以上の駐車場の確保｡

･大規模施設での駐輪場付置｡

･駐車場の出入口の位置の制限｡

･駐車場を造る時の考え方

･サービスヤー ド等の設け方｡

･サービス車両のアクセスコントロール｡

道路に面 した建物の､道路境界線から_生旦 部分の高さを揃える｡

･A案-20m又は31m
･B案-3階､20m､31m

~･.⊂⇒または14m

市街地環境設計制齢 こよる良好な計画については､高度地区の適用を除外

する｡

タウンセンターの統一感を持たせ るため､色彩計画では周辺の環境に留意

する｡ (方針)

設備､物干場､ゴミ収集設備等は公共空間か ら見える場所に設置 しない｡

(方針)

看板･広告物等は､周辺の環境に合わせたものとする｡(方針)
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L 錘 面4 '間 口 ~ 2

珍.共同化

醇 敷地と碩 同 化 によ り大 規 削 床 を 柑 し､大 規模集客施 設の 立地 を 図 る 0

搾 超】･タウンセンターは比較的小さな換地が多く､それぞれの宅地毎の施設建
設では､広域的に集客する大規模な商業業務施設や本社棟能等を持った

企業活動拠点の誘致は難しい｡

･簡単に言えば､ある程度のまとまった床面蕪が確保出来なければ､事業

的に有利な擾良テナントを誘致が難しいビル計画となる｡

･小さな敷地の場合､味を確保するために敷地にゆとりを持たせた建物の

計画が難しいためレンタブル比が低下し､街並みに対してもオープンス

ペースが確保出来ないなど間志も多い｡

･事業的なゆとり､街並みとしてのゆとりを持たせた施設計画は､魅力的

な街を創り出していく｡

【結 論】●共同化義務街区を設定し､街の核施設計画を行う｡
(街づくり協定) (地区計画)

⇒ ･共同化を前提とした共同化義務街区により､タウンセンターの核

となる施設の立地を促進する｡

●共同化促進街区等を設定し､街のサブ核施設を設けることにより､来街

者の回遊性を創出する｡ (街づくり協定) (地区計画)

⇒ ･センター全体に来街着の回遊性を生み出すため､開発拠点地区は､

共同化により集客力の高い施設の誘致を図る｡

●行政等整備街区は一体的整備街区として位置づける｡

E4･市所有地及び公団所有の大規模敷地はタウンセンターにとって有

効な土地利用がなされるべき街区として､一体的な計画を行う｡
(街づくり協定〉 く地区計画)

+その他の街区は協調した施設計画を行う｡ (街づくり協定)

【担保手法】･共同化義務街区､共同化促進街区､非分割街区の位置を定める｡

【街づくり協定】 【地区計画】

･共同化義務街区､共同化促進街区､非分割街区の最小敷地規模を定める｡

【街づくり協定】 【地区計画】
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用針 1

V一ル⑧･1階の用途

街の跡 ､を形 成するた め ､ 施 設の1階 に 順 わ い 般 絹 地させ る ｡

I. 【謙 遜】･通りの両側に＼商売やサービスの賑わいが連担することが＼その街の賑
わいを形成する｡

･人々が回避する歩行者系道路に面した1階に､住宅 ･倉庫など､集客能

力を持たない施設が立地することは､街の脹わいや回遊性の形成上好ま

しくない｡

･銀行等休日閉店するような業務施設は､街が最も賑わう時に賑わいを分

断してしまうため､必要最小限の規模を1階にするようにするべきであ

ろう｡

･また､通りに面した用途という点では､施設建設までの暫定的な利用を

行う場合 (青空駐車場､資材置場､荒れ地等)､これらの利用は通りに

対して振わいを生み出さず､逆に阻害要因となるため､隠すような工夫

が必要である｡

【結 論】●歩行者系道路に面した施設の1階部分には､賑わい施設を立地させ､通
りの賑わいを連捜させる｡ (協定)

⇒ ･集客力を持つ施設を賑わい施設と呼ぶ｡

･たとえば､開店時間が制限されている施設も､閉店時間は通りに

面したショーウィンドウや店請内の夜間照明などの工夫を行った

ものは､賑わい施設と呼ぶことが出来る｡

くガイド) (コード⑱.夜間の賑わい 参照)

●施設の､歩行者系道路に面した1階部分には､住宅 ･倉庫などは設けな

いようにする｡ (協定〉

⇒ ･止むを得ず設ける場合には､歩行者系道路と離して設けたり､目

隠し等を施すようにする｡ (ガイド〉

●駐車場は､歩行者系道路に面した1階部分に設ける場合､必要最小限に

止める｡ く協定)

⇒ ･駐車場は､敷地条件や施設の性格上1階に必要なものもあるため､

設ける場合の創り方を工夫する｡ (ガイド)

(コード⑳.駐車場の設え方 参照)

8

●暫定利用する場合には､通りの賑わいを阻害しないような工夫を行う｡

く協定)

⇒ ･施設建設までの暫定利用として青空駐車場や資材置場等の利用を

する場合には､通りからこれらの施設が見えないように植栽や目

隠しフェンス等の設置を行う｡ くガイド)

【担保手法】･歩行者系道路に面した1階部分への住居配置の制限

【街づくり協定】 【地区計画】

･歩行者系道路に面した1階部分への集客機能立地の促進

【街づくり協定】
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中一ル⑥
都市利便 施 設の付置

鯛 の 低 層 配 ､来 街者の利 離 摘 め る獅 利 便 施設閥 置す る｡

【鍵 屋 】 ･タ ウ ンセ ンター にお け る種 々 の宿 動 (助 ･遊 ･学 ･住 ) に伴 って ､数 々
の公 共 公 益 施 設 サ ー ビスが提 供 され る必 要 が あ る｡ そ の うちで ま とま っ

た面 積 を必 要 とす る施 設 (区役所 ､ 病 院､ 警 察 署 ､ 郵 便 局 ､ 歴 史 博 物 緒 ､

等 ) につ いて は､ マ ス ター プ ラ ンの土 地 利 用 計 画 で､ そ の位 置 と規 模 が

設 定 され､ 換地 計 画 に も反 映 され て い る｡

･しか し､ 賓 設 階 にお いて もま だ種 々 の公 共公 益 施 設 ､ サ ー ビス施 設 が不

足 あ るい は今 後 需 要 が顕 在 化 す る と考 え られ るた め､ これ らの施 設 は､

公 共 公 益 施 設 用地 にお け る複 合 化 は勿 論､ 民 間施 設 用 地 にお いて も賃 極

的 な複 合 化 を検 討 して ゆ く必 要 が あ る｡

鮮 論 】 ･来 街 着 の利 便 性 を高 め る都 市 利 便 施 設 は､積 極 的 な導 入 を検 討 し､ 設置

す る場 合 は低 層部 に配 置 す る｡ く街 づ くり協 定 )

旭保手法 】 ･都市 利 便 施 設 の導 入 促 進 と配 置 【街 づ くり協 定 】
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. ォープンスペースの確保-1

o 壁面後退

壁面後退 に よ り鯛 の前 面を㈲ こ開 放し､人 々鴫 付 きを弧

【課 題】･建物の外壁が連続する街は､排他的な活気のない街になる｡
･周囲が街に開放されている建物は､柔らかで温かみのある街並みを創り

出す｡

･建物単体の化粧だけでなく､その周囲も人々が空しく過ごせる場 ･空間

に仕立ててゆく必要がある｡

･シンボル広場は､その形がそれぞれの地区のイメージを印象づけるもの

であり､それを縁取る建物の壁面は､広場を認識するうえで重要である

ため､広場の形を活かした施設計画を行う｡

･幹線道路沿いでは､歩道が狭く､自転茸と歩行者の共存が出来ない状況

であるため､壁面後退により歩道を広く取る必要がある｡

【結 論】●シンボル広場に面した施設は＼2階の高さまでを4m以上壁面を後退さ
せ､広場を囲む回廊を創る｡ (街づくり協定) く地区計画)

⇒･シンボル広場を縁取るものとして､2階の高さの回廊を創る｡

回廊部分の設え方のルールを創る｡ (ガイド)

●幹線道路沿いは建築物､工作物とも壁面を2m以上後退させる｡

(街づくり協定) く地区計画)

⇒･幹線道路の沿道施設のために､施設の壁面を後退させ､後退部分

は歩道と同レベルとなるよう計画する｡

●建物の前面に､人々に閑放された空間を創る｡ く街づくり協定)
⇒｡ショップフロントでの街の賑わいを創り出すため､建物前面の壁

面を後退し､その空間を街に開放する｡

｡開放された空間には､様々な仕掛 ナを配置する｡ (ガイド)

･開放した空間は各施設できれいに保つ｡

旭保手法】･壁面後退 【街づくり協定】 【地区計画】

･建物前面のオープンスペースの確保 【街づくり協定】

2
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, 建物形悪-1

@.通り沿いの高 さ

建物の､歩行者空間に酎る部分の高さを整える｡ (スカイラインを整える)

【課 題】･低層の建物と中高層の建物が混在する街並みは､来街着に良い印象を与
えない｡

･欧州の街並みは､価々の建物のデザインはバラバラであるが､高さが比

較的揃っているため､まとまりが感じられ好印象を与える｡

･タウンセンターの場合､掛 こ近隣商業地域では第4種高度地区の規制に

よって北側斜線がかかり､東西軸の通りでは通りに面した両側の建物の

高さが大きく違ってしまう｡

･また､通りの両側で用途地域が違う場合にも､最高高さの制限が20mと

31mの街区が向かい合わざるを得ない問題が生じる｡

･街並みの良さは､タウンブランドの一つとなり､来街を促進する｡

【結 論】●通り毎あるいは歩行者空間毎に､それに面した建物の部分の高さを定め
る｡高さを超える部分は壁面後退させる｡ く街づくり協定)

⇒ ･シンボル広場､駅前広場等タウンセンターの中心的な空間に面す

る建物の部分の高さを31m以下とする｡

･歩行者系道路等に面した建物の部分に高さは3階以下とする｡

･車両系道路に面した建物の部分の高さは20m以下とする｡

道 路又は

歩行者空間

【担保手法】.歩行者空間及び道路沿いの高さの指定｡ 【街づくり協定】
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1 4.建物形態-4

珍.色彩

タ ウンセンター全体の基 雛 を設定 し､統一感 のあ る 街並みを創 り出す ｡

【課 題】･色彩の混乱する街並みは､来街者に雑然とした印象を与える｡
･街のイメージを形成する基調となる色と､各個店の個性を出すポイント

カラーは別のものであり､全て統一された色彩の街は単調でつまらなく

なる｡

･賑やかさを演出する色づかいと､やかましさ､雑然さを感じさせる色づ

ちいは異なるものである｡各施設が身勝手な個性を主張しても､街全体

浮くうなると全く特徴の無い街となり､同時に街の魅力がなくなってし

まう｡やはり全体のルールがあってこそ個性が際立ってくる｡

【結 論】●遠景からの統一感を持たせるため､建物の量昼塾の r基調色｣を設定す
る｡ (街づくり協定) (地区計画) L-3階以上の部分

⇒･街全体の個性を創り出す色､地となる色として基調色を設定し､

建物の高層部 (3階以上の部分)の外壁は基調色で統一する｡

･基調色は街並みの色彩の地となる色であるので明度の高い無彩色

を使用する｡ (ガイド)

●通り毎のまとまりを持たせる ｢界隈色｣を設定する｡ (街づくり協定〉

⇒･通りの個性を演出する界隈色として､基調色よりも明度の低い色

調で通り毎にカラーチャートを設定する｡ (ガイド〉

･個店の個性を出すポイントカラーは､カラーチャートに基づいて

街の賑やかさを創り出す色使いとし､乱雑とならないよう注意す

る｡

･ポイントカラーの使用は2階以下の部分の通りの賑わいと関わる

部分に使用し､3階以上は基調色とする｡

･界隈色は､各界鴨毎の地権者等の中で挨討して決める｡色彩の専

門家を交えることも検討出来る｡

｡2以上のレベルの違う道路等に面する場合は､それぞれの道路か

ら見て2階以下の部分に界隈色を使用するものとする｡

【担保手法】･周辺環境との調和と基調色の設定｡ 【街づくり協定】 【地区計画】

｡基調色､界隈色の設定とポイントカラーの使い方｡ 【街づくり協定】

4.建物形態-5
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⑯.設備等の隠蔽

設備鵬 等 は通 りや他の建 物 か ら見えにく い よ兄 修 景す る｡

【課 題】.建物の屋上の乱立する空調機等の設備類は､街並みのスカイライン､高
所からの見下ろし景観を乱している｡

･これからの街づくりでは､建物のシルエットが創り出すスカイラインや､

高い建物から見られた時の屋上の見せ方にも留意した計画が求められて

いる｡

･また､洗濯物や布団の干されたベランダが連なる景観は､タウンセンタ

ーの都心性を実現する上で大きな阻害要因となる.

【結 論】●建物の屋上の設備機器は街のスカイライン､上から見られた都市景観を

整えるため､目隠しやカバーで見えにくいように修景する｡

(街づくり協定〉 く地区計画)

⇒･通風性を確保しつつ､建物のシルエットを整える工夫をする｡

(ガイド)

●分電盤等の地上機器も直接目に触れないように配慮する｡ 〈協定〉

⇒ ･スクリーンや植栽による目隠しを施す｡ 〈ガイド)

●集合住宅のベランダの見え方を工夫する｡ (協定)

⇒･集合住宅等の計画に当たっては､洗濯物やふとん等が通りから見

えないよう工夫する｡ くガイド)

●ゴミ収集設備は歩行者系空間に面して設けないようにするbその他の場

所でも見えないよう工夫する｡ (協定〉

⇒･作り方 くガイド〉

【担保手法】･設備､物干場､ゴミ収集設備等の隠蔽 【街づくり協定】
【地区計画】



付腐物-1

l伊.着払 広告､日除けテント

質の高 い 舗 ･,広告物 射 ､ 店柵 を 創 り ､ 街柵 を創 り蝕

【課 題】･看板や広告物は､来街者に建物や場所を知らせ＼賑わいを演出する｡
'しかし､過度な看板 ･広告物等の氾濫は､建物の表情を乱し街並みを雑

多でまとまりのないものにする｡

･各店各様の目立てば良いという考えで作られた看板 ･広告物等は､街並

み景観を混乱させる大きな要因のひとつである｡

･控え目でも笹の高い看板 ･広告物等は､店や街の個性を演出するo

【結 論】●街並みの調和を図るため､看板 ･広告物等のルールを設ける｡ 《協別
⇒･桂浜市の屋外広告物条例やニュータウン内の建築指導で最低限の

基準が定められているが､質の高い都市景観を形成していくため

には､よりきめ細かなルールが必要である｡

●界隈毎に看板 ･広告物 ･日除けテント等の個性づくりを行うO 《協定〉

⇒･看板 ･広告物のルールは､街並みの破壊を防くため､全員で守る

べきものであるが､それだけでは店や通りの個性は生まれない｡

･界隈毎に共通した看板の形式や､日除けテント等の色彩の調和を

図ることで､通りの個性が生まれる｡

●笠の高い看板 ･広告物 ･日除けテント等を創る｡ 《協定》

⇒ ･界隈の個性化のルールと合わせて､各店舗 ･事業所毎に､その存

在をアピールする宴の高い看板等を作っていく必要がある｡

｡f馴吉毎に工夫を凝らされた質の高い看板が集合することで､通り

の宴も高まっていく｡

【担保手法】･看板 ･広告物等は周辺環境と合わせる｡ 【街づくり協定】 【地区計画】

･看板 ･広告物の大きさ､禁止材料 ･色彩
【街つくり協定】 〔横浜市屋外広告物条例】

･質の高い看板 ･広告物の作成｡ 【ガイドライン】

⑰ー 1. 街 並 み の師 を図 るた れ 看板 ･広告 物等の ル ー ル を設 肱 晒 つくり協定》

《カイドライン》

e l.共通項目 (以下の各項目に共通)

a.蛍光塗料､点滅サインの禁止｡ (個店の店頭看板は除く)

b.3階以上の高さに付く看板 ･広告物の色彩は色度を低く押さえるC

(マンセル色度表示による最高色度の 1/3以下｡)

C. 赤､章の面的使用の禁止o

(交通信号､緊急時の表示に優先的に使用する｡)

d.自家用広告物に限る.

o2.屋上利用広告物-原則禁止｡ (ただし以下の用件を満たすものは除く｡)

a.ネオンを使用していないもの｡ (点滅の如何に関わらない)

b.建物と一休的なデザインとしたもの｡

C.高さは建物高さの 1/5以下､面積は壁面面積の1/10以下のもの｡

d.面積は壁面広告物と合わせて､壁面積の1/10以下のもの｡

壁面広告物-原則禁止｡ (ただし以下の用件を満たすものは除く｡)

｣一 望面看板､たれ幕､庇､シェード､シャッター､書面広告 等

a.掲示内容が自家用広告物のみのものo

b.表示面積が屋上広告と合わせて､壁面積の1/10以下のもの｡

◎4.袖看板-原則禁止｡ (ただし以下の用件を満たすものは除く｡)

a.自己敷地内で設けたもので､1建物で1ヵ所としたもの｡

b.色は白､異等の無彩色を使用したもの｡

C. 高さは地上から 2.5m以上で､建物の3階スラブ以下としたもの｡

●5.置看板-建物の入口に設けるテナント案内等｡袖看板の機能と同じ｡

a.置き看板は民地内のみ設置可能とし､建物に対して平行に設置するo

b.設置は2か所以下とする｡

C. 高さは2m以下､面積は4m2以下とする｡

●6.張紙､張り紙､ポスター等
a.面積 1m2以内｡同一のものの連続掲出禁止o

b.1壁面に1ヵ所とする｡

i●7･野立広告物 空き地等を利用し＼

-------
幹線道路沿い等に立てる大型広告物は禁止｡

______｣
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建物形･e-2･
砂.高さの最高限度

土 地の高度利用を図 り､ 師 的 な賑 わ い ､ 街並みの美 観を創 る｡

【課 題】･近隣商業地域の場合＼第4種高度地区に指定されるため､北側斜線がか
かり､南北軸道路に面する小敷地や､東西軸道路に面する南側の敷地で

は､容積率を使い切ることが出来ない｡

･南北軸道路に面する敷地の場合は共同化すれば斜線の影響が少なくなっ

てくるが､棄西道蕗の場合は共同化しても影響がなくならない｡

･このため､市街地環境設計制度等により公開空地を設けた計画など､良

好な建築物を計画する場合には､高さ及び北側斜線の最高限度に北側斜

線の緩和等のメリットを設けることも検討される｡

【結 論】●市街地環境設計制度等による良好な施設計画については､高度地区の適
用を除外する｡ (街づくり協定〉 く地区計画)

●施設計画に当たっては周辺施設との調和､タウンセンター内での講和に

留意して計画する｡

【担保手法】･周辺環境を考慮した良好な計画を行う｡ 【街づくり協定】

･良好な計画の場合の高度地区の適用の陰れ 【地区計画】

4.建物形態-3
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⑭.街並みのスケ-ル

建物の道掛こ面した部分軌のスケールに合わせぴザイける｡
(ファサード)

【課 題】･歩道に面して巨大な壁面が連なる街は､排他的な感覚を持たせ､人の寄
付きにも乏しくなる｡

･大規模施設と小規模施設が隣接する場合にも､ファサードのデザインに

工夫がないと､7ンバランスな街並みになる｡

･人のスケールに合ったスケールとファサードのデザインは､来街着にと

っても馴染み易く､店舗への寄付きを良くする｡

【結 論】●大規模な施設は､いくつかの部分に分割し､人間的なスケールでデザイ

ンする｡ く街づくり協定〉

(D高さ方向⇒2階までの低層部と中層部以上の仕上げの分割

道路に面した中層部と壁面後退した高層部の分割

②水平方向⇒連続する壁面を､形状､仕上げ等での分割

●中小規模宅地街区においては､2階までの高さの部分にある程度の統一

性と人間的なディテールを持たせたデザインとする｡

(街づくり協定)

【担保手法】･人間的スケールでの街づくり 【街づくり協定】
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タウンセンターの都市構造 ① 車 両 交 通 の 構 造

室蘭交通の講這以下のように大きく4つのランクで構成されています｡
①辞綾道路 -広域からタウンセンター-の集客･アクセス道乱
②祥助辞後進弘一タウンセンター内の骨格道路｡
③区画迂路 一沿道施設へのサービス道路｡
④歩行者系道路一歩行者利用が中心となる歩行者系迂路｡

骨格となるシンボル迂路と回遊JL,-トとなる歩王台合
迂路に分類される｡

迂路計画と同寺に下図のように大現有監夏場が計画されています｡

左江戸 ･北山田

21

●道路計画 G=奇 祭諾道路 争 tう 区画道路 くnH) シソ;jfル道路A O大規模註享場 旺直画 公的荘重楊

く･一･)福助幹盟道路 一一---1歩書記合迂路 く日日) シンボル道路B 匡蛮! 該的複合施設
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〆かな絹 も参考にします｡

調色と屋摂面の色彩が中心となります｡利色

された色彩は色票として等質化され､マンセ

ル価と色差店に鼓使化され､図表にフDツト

されることにJ:り環境を構成する色完構造が

明らかにされます｡これをもとに全件の講和

と福住が抱き出され.環境色彩の現状と提案

が作成されます｡
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監芸局の邑Rを掃いたiLの81色

色 の表わし万と用語
このパンフレットには､色を表わすための専

門のことばが出てきますので.その盃要なも

ののみを説明します｡

直･マンセルtJq

色を表わすための世界的な黄色系｡日本では

JrS規格に採用されています｡マンセル値は

色相､明度､P,度の色の三属性を謹み合わせ

てひとつの色を表示するもので､各号引三色あ

い､明度は明るさ､彩度は群やかさを指しま

す｡色相は､赤(R)､男(Y)､掠(G)､育(B)､

栄(P)の5つの色矧こ分割され､さらに1D色相.

40色相に細分化されます｡明度は慧琵的に理

想な完全吸収の黒か0.完全反射の∃が10で､

IDFS階に分別されます.色相をもたない,%彩

色は､N9のようにニュートラルのNをつけて

表わされます｡彩度は無彩色を○とし､鮮やか

になるにつれて数値か大きくなります｡

@色正llB

二つの色の蓋を表わすためのシステムで.通

常はよく似た色の比手引こ際して用いられるよ

うにつくられています｡今回の讃歪では､大

きな色差の買示には用しています｡

Li色のトーンの考えJJJ

マンセル零色系は､色彩を正信に表わすには

適していますが､その表記法は-燈にはなじ

みがありません｡そこで､ここではマンセル

の明度と彩度を一緒にしたトーンという考え

万を用い､色彩の漂淡､明確､強記などを表

現する形容詞を使ってカラーイメージをわか

りやすく伝えることを患囲しています.

このトーン図r3:PCCS(E]本亀田)に準拠し

ています｡

湘 南 海 岸 ･な ぎ さ ベ ル ト の 環 境 色 彩

この 地 域 の 軒 市 貝 硯 は . チエ

の 島 と 湘 雨 ,毎岸 及 び 国 道

134号 緑 に沿 ったま宝物 の まと

ま り､歴 史 あ る別 荘 住 宅 群

でjB;成 さ れ て い ま す . こ こ

で は ､主 要 菓 栗 と な る 国 ;白13Ll号 は 詫;緑 の環 境

色 彩 を 主 に調 査 しま した ｡ 視 覚的にイ メー i/I

を 決 定 つ け る建 築 物 の外壁の大部分 の 面 稲 に

使 わ れ て い る 等言寄色は､白を中心 と したT葛明

度 色､京系､差別j:少ないものの 強 い市や緑 ､

赤といったビビッドトーンが見 られ ます｡ 恩

も優勢なものは高明度･倍彩度 色 群 であ り､′百

一 辺地岐以外の場所と比べて際 立 ってお り､特

に大きな建築物に白の使用が 員立 っています｡

茶系は､一時流行したレンガ タ イル の も の よ

～ りもやや暗い色味で注され て お り､ ビ ビ ッ ド

トーンは､かつてのスー パー ク ラ フ イソク 処

理の名こつとして手鼻され て い るも の と いえ ま

す｡実際の建築物の面積 比 か ら考 え る と､カ ラ

ーパレットにまとめ られ た色 の分 布 よ り.さ ら

に高明JE色が優勢と見 るの か妥 当 で LA:うO

国際的海浜都市にふさわしい景観色

自烈景摂色との調和､今後の,LS浜リソートと

してのあるべき姿を考えると､湘南なささベ

ルトの中でも与引こ盃要な国道134号沿緑に埋ち

並′5く廷吏物の外空重調色は､明るい高明度色

で望えていくことが望ましいと思われます｡

7T(ウイトトーンやベールト-ンの中にある色

彩が中心となりますが､寒色系の色彩を使用

するB引3:より彩度を押え､周囲の環境との調

和に配屈しましょう｡建築物の色彩指定に使

用されるB本塗料工茶会の塗料用標準色見本

帳の中から中心となる色彩をiiiび出してみま

した｡またリソ-ト地の賑わいを演出するた

めに､低層看別こは民の高い色彩演出が白EBに

行なわれることも必要です｡

･R

:-.5

* 蘇

詣dT:# 戟 # IF

堤頂の外史重訳色として推茄するトーン

屋摂
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日本塗料=英会の色見本損から選んだ推3!色
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YR系とY系のSY王での色相を使用Tる鳩舎は.T3,Lf2以下とする.2･
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マンtIL,沌(i,色を果すための世界的lA栗色亮で.日本で(=､JISJA格tこ採用されている.7/モル血は.色相

(Hue).明正(value).;手広(ChromJ)の色の三月titl皇み合せてUとつの色をま示丁引.のである.

色軌三色合いS･示し.赤くJI)･■(Y).tt(G)育(8)･'ht(P)の5つの色掛 二分71きtt,～ら(I10巴乱 ▲○色招.そうに
Eii化される.

明JZl壬明るさを示しており,ZILS的rJ完全EZAqの点が0.完全丘粥の白がrOでそのT･1が分封～tl与.色相そt.1ニrA

い急=i色は.Nlのはl=Nをつけて喪わ～れる.

妄壬広は皇1やかきを示し.Rrs色が0てゞやかにt_る[=つれて正圧が大きく'Lる.舞･六系Iit<1王Jr､下品TlB.lBIZ
Jrの;J'iFrと/Aる.以上のはlこマノtル朱色系は.色相･明丘･T3BEの三LEtil:上って竹丘きれる色三拝と.EltTlる

三次元空TIlで3)ち.

〔公園景観ゾ
ーン･
自然景観ソ
ーン
)

●5!面萎拝色JIEP●度tR面の巳rf較国

連巧格の聖iEl基調色は.
湘南rLf公園･自然長蛇'/-ンのiZ持論
さの且か1JB広丘tAの見え方を晩は､
周囲の自然景t?
.
とお和Tるよ

ぎLJJい1う(=
.
EIの1う/JtErfLEう何日屋uをL2けることが望まし
色を使用する
.
明度は51tlJ:とTるい.
且t毘面の色彩(=凶に示TLう

が
.
85以上の高明丘色を使用Tに薄片いたは明度.低影LZ色とT

る1色合は
.
足t:1をデザインTる/Lとる.王1:
光沢の強い某材は葺け
.
自
してZSi日伝が古く11.リTぎrJいよう銭長蛇とのl耶ロをl†る.
配慮Tる
.

●7クセントカラーの任用

王圭拝外裳における7クセントカラー

の使月引ま外tAを退屈rJ.I,の(=し/+

いためlこ必皐であるが,中･過食レ

ベルでt'巨立つ1うT_.面jAの大き

lJ..対比の廷い使い方は､公国長

政'/-ン･自然景uゾーンでlf控

えるべきである.

● 色彩 の椛LLdはJISの積itI呈色F.qt:1り､次 のFiu朋とすることが511ましい.

●外SZ

YR･Y系の色相を任用Tうまl合は.彰LE3以T.明度5以上とTる.R系

の色相を使用TるiE合は.彩LZ2以下.明Lr5以上とTる.その他の色

相を便用すろiE合は.彩丘l以下､明反5以上とTる.
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●Zl圧外宗1才のiX択

公園景捜ノーン･自然景ER･/-ン

の球技紬l二使用する外芸頼Ii,良

広長蛾色との退相客が少rJ:い異

材をig定Tる.一点的には自軟石

や木材や光沢の少tLL､タイルfl.t'

がこれlニあたらが.周辺との研和を

考え1=十分1JE岳が･b要である.

●正史

YR･Y系の5Yまでの色相を任用Tる鳩舎は.彩度2以下､明度6以下と

Tる.R･G･8･P系11との他の色相を使用Tるtt合は.彩度1以T.明
LZS以下とする.
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■港北NTタウンセンター開発推進協議会 第 8回開発ルール部会

日時 :92.03.24(火) 10:00-10:30
於 :港北都市開発センター

(出席)徳江 義治部会長

守谷寿三男委員

金子三千男委員

内野 蓑宣委員

栗原 貞夫委員

小山 正妻貞

栗原 靖 委員

皆川 成夫委員

平野 泰二委員

中山礼二郎委員

石田 桂浜市 港北NT建設部事芸管理課係長

石毛 住都公Eil 港北開発局事業計画二課課長

高松 住都公団 港北開発局事業計画二謀係長

丸山 港北都市開発センター計画部次長

堀口 港北都市開発センター総務 ･経理課長

小島 港北都市開発センター計画課課長代理

(欠席)大久保信正委員

1.徳江部会長､あいさつ

･今回は､広告,看板,色彩,駐車場について詳細に検討をお願いしたい｡

2.港北都市開発センター 丸山課長､ 今回の部会内容説明

･街並み景観形成計画の検討 (その5)
部会長の言われた内容に加えて､協議会に提案する案についても検討してい

ただきたい｡

3.山手縫合計画研究所､菅

･色彩について基調色と界隅色

･看板,広告物について

･駐車場について

4.討議

(守谷)

(管)

明るく娠わいのある街は､国内では歌舞伎町で､国外ではラスベガ

ス等があげられる｡

明るい街づ くりを目指しているなら､ネオン看板などはどんどん導

入すべきではないか｡

垂れ幕禁止は大売出しをする店にとっては大きい問題である｡テナ

ントの売上げを下げるようなルールを作るのはどうか｡

袖看板は､大テナントなら良いが小テナントの集まるビルでは困る｡

ポスターは､貼られたものはどうしようもない｡監視できない｡

他都市ではネオン等を禁止しているようだが､ここではフリーにし

て明るい街にするのはどうか｡

目的は輩の高いものを作ってくためで､ガチガチのルールにすれば

良い街になるとは､こちらも考えていない｡

建築も建築家を十分吟味する必要があるのと同じで､サインや看板

も良い業者を選ぶことが大切だ｡

(守谷) ･TC全体が銀座や歌舞伎町のように夜も明るい街にしてはどうか｡

(高松) ･どのような街にしていくかの方向による｡

･ラスベガスのようにネオン､ス トロボの明るい街を目指すのか､山

手住宅地の延長としてシックな落ちついた街を目指すのか､どのよ

うな街を目標とするかを検討するのが先ではないか｡

･/ヾリ等は非常に厳 しいルールをもっている｡厳しすぎるのはどうか

と思う｡

･同じルールでも､銀座と秋葉原のようなに大きく異なる｡

･何もしないと日本全国の街と同じ街になる｡

･より良い街にしなければならない｡

(守谷) ･商業主体の街となっていくのであれば､夜ネオンのきらめきがある

方が賑わいがあって良いのではないか｡

(徳江) .守谷さんのおしゃるように夜の明るい賑わいは大切だが､センター

全部が､ネオンで飾れるのはどうか｡

･部分的には､そういう街があってもいいが､全体は蛋の高い街にし

たい｡

(守谷) ･通りによって変える考え方には賓成だ｡

(小山) ･NT全体の開発理念から､このような厳しいルールの案が作られた

のだろう｡

(金子) ･原則は禁止で､ただし書きというのはいいのではないかと思う.

･高い階のテナントにとっては､袖看板を出せないのは困るのではな

いか｡

(内野) ･TC全休は地区計画で､4項目程度に内容をしはって大枠を決める

べき｡

･細目は街区毎に土地利用が異なるので､協定は街区毎に決めていく

べきではないか｡

･理想は求めるべきだが､現実との整合性をとる｡

(小島) ･今回の検討は街づ くり協定をまとめている｡

･各ブロックに降りていく話は今回は検討しない｡

(徳江) ･袖看板大きさは､テナントの数によってかえるべきではないか｡

･テナントが多いビルは､入口やエレベーターの所のサインで対応し

ている｡

(皆川) ･中川駅前のビルではルールに沿って袖看板を作ったが､テナント1
件当たりの大きさが小さいため窓面や壁面に勝手に広告を出してい

る｡外すようにいっている｡

(金子) ･原則禁止という書き方は良いと思う｡

(小島) ･今回の提案はあえて厳しい書き方で出させてもらっている｡

･この街は一見の客を相手にしているのではなく､ リピー トの客を相

手にすべきだと思う｡

･その場合に大きな看板は必要ないのではないか｡

(金子) ･上層階に業務がはいった場合に高い場所にも袖看板が必要なのでは

ないか｡

･雑多な街ときれいな街を実際に見学してはどうか｡



(馴 D ･決まった大きさの看板はテナントの数が多 くなると､1つ当たりの

大きさが小さくなる｡掛 こ昼間は見えない｡

(金子) ･看板のルールをなくし､放任するべきではないと思う｡

(管) ･内野さんが言われたように､街区によってルールを変えてもいいと
患っている｡

(徳江) ･特別区のような区域を設けるのか｡

(守谷) ･丸の内が看板が少ないのは､本社棟能だから建物が看板の役割をし
ているため｡

･小さいテナント程､大きな看板を欲しがる｡

(内野) ･規制を薮しくすることが､街並みの良さにインパク トを与えるもの
ではないと思う｡

(小島) ･街並みの要素として重要なものは､公共では地中化や高木植栽を行

い､ビル側では､色彩や看板のコントロールを行うことである｡こ

の4項目さえ押さえれば､良い街並みにコントロールできると考え
ている｡

･新横浜は看板さえよければ素晴らしい街になっただろう｡

･新横浜に隣接するTCとしては､それ以上にする必要がある｡

(金子) ･看板のない街は長いと言われてもイメージできない｡

(小島) ･今後､地元におろしていくと壁面後退などは強硬に反対されるが､

色彩や看板はそうでも/ない｡ここが肝心だろう.

(金子) ･その意見とは反対で､壁面後退こそ大切で後はフリーがいいのでは
ないか｡

･雨でも歩けるところが欲しい｡

･四国で見てきた例では､1件だけ蟹面後退のルールを守らない店が

あり､歩きづらくしていた｡ルールは大切である｡

(内野) ･細部にわたる規制は計画の進行上好ましくない｡

･規制するルールは､項目をしぼるべきだ｡

･他のルールは時間と共に変えていくものと考えている｡

(高松) ･規制は地区計画として最低限の項目としてしはっていき､後のルー

ルは協定として変更可能なようにしたい｡

(徳江) ･実地見学とルールのさらに細かい検討をやりましょう｡

(石田) ･駐車場の幹線道路からのアクセスについて､新横浜も裏側アクセス

にしているが､裏LF.Tlの道路が非常に混雑していた｡表側からとるこ

とも考えられるのではないか｡

(小山) ･表か.らとると幹線道路がひどく渋滞してしまうだろう｡裏側の道路

からとれば､待ち行列も長くとれていいのではないか｡

(丸山) ･ルール部会のスケジュールの説明｡

(金子) ･ルール部会メンバーが理解できないのに､地元に入ってまとめてい
けるわけがない｡

･あと1回では終わらせるのは無理で､見切り発車はいけない｡4月
中に何度もやる必要がある｡

(徳江) ･4月上旬に見学会を開くべきで､認識を深めたい｡その上で検討し
たい｡
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